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国土審議会計画部会第８回国土基盤専門委員会議事録 

平成18年5月25日（木）12：00～15：00 

中央合同庁舎2号館13階国土計画局会議室 

 

 

【事務局】  それでは、ただいまから国土審議会計画部会第８回目の国土基盤専門委員

会を開会させていただきたいと存じます。 

 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中ご出席を賜りまして、まことにありがとう

ございます。今日の委員会では、６月１３日に計画部会に対してこの専門委員会の中間報

告ということで正式にさせていただくためのご議論が中心だと、このように考えておりま

す。 

 冒頭でございますが、実は総合計画課長が交代いたしましたので、ここでご紹介させて

いただきます。 

【事務局】  ４月１日付で異動してまいりました鳥飼と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

【事務局】  それでは、中身に入らせていただきたいと存じます。 

 今申しましたように、今日はこれまでの国土基盤専門委員会におけるご議論をなるべく

コンパクトにまとめるように計画部会から指示がございましたものですから、その報告の

内容について、もしくは記述ぶりについても含めてご議論いただくということで、ちょっ

と長目に時間をちょうだいしております。 

 それから、事務局のほうの提案でありますが、これまでのご議論を非常にたくさんいた

だきましたので、そのコンパクトなものとは別に、国土基盤専門委員会の中間とりまとめ

のようなものを一旦つくらせていただいたらどうかなと。これは工期的には、夏か秋口か

ぐらいまでに計画部会が中間とりまとめをするのと並行いたしまして、少し詳細なデータ

も含めてとりまとめをしたらどうかと思っておりまして、その点についてご提案申し上げ

るとともに、その構成（案）を今日は用意しておりますので、それについてもご議論賜り

たいと存じます。 

 さらに、新しい国土形成計画の記述の内容といたしまして、現在、海洋・沿岸域の問題

について検討中でございます。本日のこの機会をとらえまして、国土基盤専門委員会の先

生方にもこの海洋・沿岸域の問題についても少し状況を聞いていただきまして、ご意見を
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ちょうだいしたいというような趣向にもなってございますので、それもよろしくお願いし

たいと思います。 

 では、初めに、お手元の資料の確認でございますが、議事次第と座席表がございます。

配付資料のリストが随分、資料１からたくさんございますが、まず資料１といたしまして、

委員の先生方の名簿がございますが、その次に色紙がございます。計画部会の国土基盤専

門委員会中間報告概要（案）となってございます。この色紙と、それから、資料３でござ

いますが、同じ中間報告の（案）と書いたものが、縦長の３枚紙がございます。 

 それの説明資料といたしまして資料４、これは横長のパワーポイントの資料でございま

すが、用意してございます。 

 資料５でございますが、国土基盤専門委員会中間とりまとめの構成ということで、これ

は、今申しました本委員会の少し詳細な成果のとりまとめをしたいと思っております、そ

れのレポートの構成（案）でございます。 

 資料６といたしまして、今後の本委員会の開催スケジュールを少し後でご説明申し上げ

てご相談したいと思うわけでございます。 

 資料７でございますが、これは海洋・沿岸域関係の資料でございまして、この「『海洋・

沿岸域の位置付け』に係る有識者懇談会」を３月２２日に開きまして、そのときにここに

何人かの先生方からいただきましたご意見を簡単にまとめたものと、それから、資料８に

は、その「海洋・沿岸域に関する論点」というペーパーがございまして、これは後でご説

明させていただきましてご意見を賜りたいということでございます。 

 あとは参考資料でございますが、参考資料１といたしまして、これは３月３０日開催の

第８回計画部会の提出資料でございます。 

 参考資料２は、そのときの参考資料でございます。 

 参考資料３といたしまして、計画部会の議事概要が入ってございます。 

 以上でございますが、何か漏れがございましたら、事務局までお申しつけいただきたい

と存じます。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、また何かございましたら、会議の途中でもお申しつけいただければと存じま

す。 

 それでは、以降の議事は委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【委員長】  どうも皆さん、しばらくでございます。今日もよろしくお願いします。 

 議事はそこに書いてあるとおりなんですが、それと別に、委員が「考論」という新聞の
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記事をお書きになったコピーを配っていただいていますので、最初にそれをご説明いただ

いた上で本来の議題をやりたいと思います。 

 では、よろしくお願いします。 

【委員】  時間をとって恐縮です。 

 北陸中日新聞に頼まれて書いた雑文です。前にもここでご紹介したかと思いますけれど

も、中国が、北朝鮮の港湾でありますとか、港湾までの道路でありますとか、それを５０

年借り上げて、そして整備することになりました。既に、実際に動いております。整備が

完了しますと、日本海の物流がかなり変わってくるのではないか、ロシアも、おそらくそ

の港を使うようになるのではないかと思います。後でコピーをごらんになっていただけれ

ばと思います。 

 それから、裏のほうですけれども、これは最近の地元の新聞記事なんですけれども、ご

承知のように韓国は東北アジアの物流センターを目指して、「経済自由区域」というものを

設定しております。記事に「釜山新港」と書いてありますが、最近、釜山の港を拡張しま

した。そこを「経済自由区域」に設定しているのですが、最近そこに日本の企業がいくつ

か入りまして、そこを物流拠点にする動きが出てきているわけですね。 

 実は、９４年・５年のあの第二次円高のときに、日本の企業としてはできるだけ最寄り

の港湾まで外航運賃、つまりドル建てで運んできたほうがコスト削減になるわけですから、

それで日本の地方の港湾と釜山との間に定期航路ができました。だから、それを利用する

形になっていますけれども、企業のサプライチェーン・マネジメントの考えもあって、要

するに在庫をどこで抱えるか、釜山港で抱えればコストは非常に安くなるわけです。中国

での生産が非常に多くなっていますけれども、中国の各地で生産したものを釜山に集めて、

ここを倉庫がわりに使って、ここで区分けとかパッキングをやって、そして、そこから必

要に応じて日本の地方の港に持ってくるという、そういう物流の動きが最近出てきており

ますので、新聞記事についてお話ししたわけです。 

【委員長】  どうもありがとうございました。では、議論は後のときにまた質問するか

もしれませんね。 

 それでは、今日の議論は、先ほど事務局がおっしゃったとおり、主として２つでござい

ますが、まず１個目の計画部会への中間報告についてご説明をいただこうと思います。お

願いいたします。 

【事務局】  それでは、資料２、３、４を使わせていただきたいと存じます。 
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 計画部会に、これは委員長と事務局からご説明申し上げたいと考えております資料は、

この３枚紙が主たるものでございます。この３枚紙を少し絵解きをしたものが資料２の色

紙でございます。 

 ３月の本委員会で、そもそも国土基盤の理念は何なのか、どういう将来像を描くべきか

といったところから説き明かしてご議論いただいておりました。その全体像は、この１枚

紙の横長の「中間報告（概要）（案）」に載ってございまして、ただ、この「理念」でござ

いますとか、それから「目指すべき姿」というのは、ほかの専門委員会も共通なものです

から、国土基盤専門委員会側のこの３枚紙の報告には、この「戦略」の部分だけを取り出

して書いてございます。 

 この横紙をちょっと見ていただきますと、以前、「国土基盤の理念」ということでいろい

ろご議論いただきまして、ここに書いてございますように、「厳しい自然環境や有史以来の

長い歴史の中で形成されてきたわが国の国土が、近年の効率性優先の開発の中で失っ」て

いるものがあると、それが豊かさとか美しさであると、そういったものを取り戻すのだと。

そういったものをジャパンブランドとして再度ブラッシュアップして、国民が世界に誇る

ことができるような国土を回復するのだと、こういう基本理念を掲げたらどうかというこ

とで整理いたしました。 

 それのもとで「国土基盤の目指すべき姿」が２.にございますように、人口減少時代の到

来に対応し、都市構造の集約や二地域居住等の新しいライフスタイルを実現するための国

土基盤が必要となるでしょうと。それから、アジア経済との連携の深化に向け、ヒト・モ

ノ・情報の国境を越えたシームレスな流れを支える国土基盤。それから、地球規模での環

境変化や災害の多発・激甚化に対応し、安全で安心、安定な国民生活を担う国土基盤。そ

れから、少子高齢化による地域コミュニティ弱体化に対応し、地域アイデンティティを再

構築し、地域独自の価値を発信する国土基盤と、こういうあるべき姿を描いたらどうかと

いうことで、実はこれの１つ前のバージョンは３月末の計画部会に一度出させていただき

ました。そのときに、少しいろいろ意見がありまして書き込んだものがこれでございます。 

 それに対する課題といたしまして、国民に均等な高度な情報通信ネットワークに対する

アクセス機会を確保しなければいけないだろうとか、公共交通サービスをちゃんと維持し

ていく必要があるだろうと。それから、アジアとの関係で申しますと、アジアとの連続的、

一体的な交通、情報通信ネットワークをどうやって形成していくのかと。それから、さら

に世界の交通、情報通信の基幹ネットワークとの直結を維持すべきである。それから、環
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境・災害の問題につきましては、地球環境の保全に向けた資源循環体制の強化だとか、そ

れから、自然や災害としなやかに向き合う社会、こういった「災害文化」という言葉が計

画部会では使われておりますが、もともと災害といったものや自然と向き合うような、非

常にやわらかい構造だったのではないか、それを取り戻すべきであると。それから、ソフ

ト、ハードと一体になった防災・減災体制、この減災というところが新しいわけでござい

ますが、そういったものの構築、リダンダンシーの確保、こういったことが課題ですねと。 

 それから、少子高齢化による地域コミュニティ弱体化に対するためには、高齢者等のモ

ビリティとか相互交流、医療、行政情報サービス手段の確保だとか、中山間地域の集落の

防災・孤立化回避、こういったものが課題であると、こういう、今までのご議論をなるべ

くなぞりながらとりまとめをしたというところでございまして、今日はこの辺についても

ご議論をいただければと思うわけでございますが、メーンのところは、この４.のところで

ございます。 

 「新たな国土基盤形成戦略」というものと、それを支える「横断的な基幹戦略」とこう

分けまして、「新たな国土基盤形成戦略」をここに書いてございますような大きく６つの戦

略──４つの項目と６つの戦略、それから、「横断的な基幹戦略」として（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）

の３つの戦略と、このようなものを掲げてございます。これは少し細かく３枚紙のほうで

ご説明申し上げたいと思いますので、縦紙の資料３をごらんいただきたいと存じます。 

 これがその中間報告の本文といいますか、メーンの部分でございまして、１.に「検討経

緯」がございまして、懇談会を含む９回会合を持っていただきましたと。本来の日本への

回帰の志向とか人口減少等々のいろいろな課題に対応する上で、「国土基盤の質の転換」と

「世界へ開かれた国土づくり」という観点からの戦略をまとめましたと、こういうふうな

書きぶりでございます。 

 「中間報告」と書いてございますのは、引き続き計画部会の中でもいろいろな議論がさ

れ、また、いろいろな課題が専門委員会におりてくるだろうということもありまして、と

りあえずのまとめということで「中間」という言葉を使ってございます。 

 ２.に、今申しました６つの新しい国土基盤形成戦略と３つの横断的な基幹戦略をとりま

とめたという記述がございまして、次の３.のところでございますが、「新たな国土基盤形

成戦略」は、まず「高度情報通信社会を支える」というタイトルがついておりますが、そ

の辺から今までいただきましたいろいろなご意見を少し参照しながらお話し申し上げたい

と存じますが……。 
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【委員長】  資料２と４は違うの？ 

【事務局】  資料４は、後でご説明申し上げますが、この本委員会の、ちょっとタイト

ルはややこしいんですけれども、本委員会としてレポートをとりまとめたいので、その構

成（案）であるということでございます。 

【委員長】  資料２でさっき説明してくれた用語と、資料３で今ご説明しつつある用語

はちょっと違うんですかね。 

【事務局】  ちょっと構成が、順番がちょっと変わって──用語でございますか。「高度

情報通信社会の形成」ということ……？ 

【委員長】  けれども、「高度情報通信社会を支える」でしょう、資料３だと。次は「都

市を支える」だ。話が合っていないのでは。 

【事務局】  話が合っていないというか、少し気持ちが。 

【委員長】  まあそういう状況にあるということで。すみません。 

【事務局】  あまり「形成」とか同じ言葉が何回も出るのが嫌になっていますから、こ

ちらの３枚紙で切っちゃったんです。それでこういう、ちょっと言いぶりは変わっている

かもしれません。 

【委員長】  わかりました。 

【事務局】  この「高度情報通信社会を支える」という部分でございますが、そのため

の基盤、もしくはその基盤の形成というのがつくわけでございますが、情報通信の役割を

実社会にどう生かしていくのかというご議論でありますとか、そういったものをうまく回

していくためのビジネスモデルみたいなものを十分念頭に置いて書くべきだと、こういう

意見が委員からございました。そういったものを考えながら書かせていただいているのは

この部分でございまして、１つはユビキタスネットワーク環境の形成を推進するというこ

とでございまして、それによって交通基盤の有する機能との相互補完でありますとかシナ

ジー効果、そういったことによって、教育とか、労働とか、医療などにおける距離の克服

ができるのではないか。それから、産業生産力の強化ができるのではないか。余暇の拡大、

それから防災・セキュリティ等、いろいろな意味での生活面での安全・安心の向上が図れ

るのではないか。公共情報サービスも行き届くのではないか。こういった効果があるとい

うことも含めて最初のポツの部分は書いてございます。 

 それから、あらゆる地域とかあらゆる空間においてそういう高度な情報通信環境が提供

されるためには、大容量の光ファイバー網とか地上デジタル放送などの情報通信基盤の充
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実形成、着実な形成、それによってデジタルディバイドを解消するというのが戦略の柱に

あるべきであると、こういうふうに思われますが、このあたりに国、地方自治体、民間事

業者がそれぞれ適切な役割を果たすべきだという書きぶりで、今後、民間事業者がどうい

うビジネスモデルを組み立てていくかという部分についても若干触れたつもりでございま

す。 

 それから、２番目の「都市を支える」国土基盤でございますけれども、集約的な構造を

有する都市、これは「コンパクトシティ」と呼んでおりますが、このコンパクトシティの

形成に向けてポツが２つ並んでございますけれども、１つは「中心市街地においては」か

ら始まっておりますが、「公共交通の活用・整備によるトランジットモール等の景観に優れ、

快適な歩行環境を有する、歩いて暮らせる『まちなか交通体系』の形成」と、そういった

ところに広域的な都市機能の集約・集積を図るということで、国土基盤の面からはコンパ

クトシティの形成に貢献していこうと。 

 それから、郊外部においては、これは非常に逆スプロールのような広がり方をする可能

性がありますので、広域的な都市機能施設の新規立地を適正化する、制約する。それから、

都市計画道路予定線の見直しなど、そういったことで、ある意味でいろいろなところを消

していくという部分があって、そういったことによって市街地の無秩序な拡散とある特定

地区への交通集中を抑制すると、こういった、ともに郊外は自動車交通中心になると考え

られますので、そういった自動車交通と高速都市交通機関をパークアンドライドシステム

などによってシームレスに結ぶというような戦略を考えたらどうかということでございま

して、委員からパークアンドライドは随分古いんじゃないのと、今でもやっているのとい

うふうなご意見があったわけでございますが、ある意味ではこういうシステムはこういう

形でなら生かせるのではないかと思ってございまして、パークアンドバスライドとかいろ

いろなパターンがあると思いますが、異なる交通機関をいかにシームレスに結ぶかという

ところを料金の徴収の仕方も含めて考えていくべきであるというようなまとめでございま

す。 

 それから、１ページめくっていただきまして２ページでございますが、「地域の自立を支

える」という部分でございます。 

 「地域の社会・経済ポテンシャルに着目した自立の促進」ということで、これは、要は

「域外市場型産業」という言葉を使っておりますけれども、観光でありますとか、いろい

ろと外からの収入が得られるような産業をうまく誘致した地域とそれ以外の地域にちょっ
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と分けた書きぶりをしてございます。そのような観光のような域外市場型産業を有する地

域については、これは国内各地との交流連携とか、東アジア諸都市との交流連携、これが

大層重要になってまいりますので、高規格道路とか高速鉄道、それから「情報通信幹線へ

の円滑なアクセスの確保に重点を置く」というような書きぶりをしております。それによ

って持続的、内発・創造的な発展が促進されるのではないかと。 

 そうでないところですが、専ら域内市場型産業によらざるを得ない地域がやはりたくさ

んあると思います。そういったところにつきましては、その地域のコミュニティをいかに

活力を維持するかという観点から、域内のモビリティの確保でありますとか、地域情報ネ

ットワークの活用、ここに重点を置きたいと、この重点の置き方を少し書き分けた書き方

をいたしております。 

 それから、４つ目の「シームレスアジアを支える」という部分でございますけれども、

日本に来てもらうだけではなくて、我が国も東アジアに出て行く、この両方の双方向の交

流ということをよく考えるべきである。これも委員からいただいたご意見だと思いますけ

れども、こういったことも念頭に置きましてＥＵを１つのひな形に置いております。「ＥＵ

が推進する汎ヨーロッパ的な経済・社会的結束」──この結束というのはＥＵの言葉でご

ざいますが、東アジアと我が国の間に交流・連携基盤をつくる必要がありまして、その指

標といたしまして「東アジア日帰り可能圏」だとか、「貨物翌日配達圏」、それから「アジ

アにおける共通ブロードバンド環境」の形成、こういったものを１つの指標として考えて

いきたいと。 

 そのために、１つは地域のブロックゲートウェイ。地域ブロックゲートウェイの市場原

理に立脚した機能発揮の最大化を目指した戦略的な取り組みが地域ブロックごとに必要で

はないか。 

 それから、ＣＩＱの手続簡素化とか、ＩＴ化とか、それから道路・鉄道等のアクセス手

段、こういったものを使った地域ブロックゲートウェイのシームレス化と、それからアジ

ア諸国との国境問題があるものですから、クロスボーターイシュー解決に向けた構造・安

全基準等の共通化とか、共通交通政策がＥＵにあるものですから、こういったものの策定

に向けた多国間連携をやっぱり推進すべきではないかという、こういう戦略を立ててござ

います。 

 それから、５番目の「災害に強いしなやかな社会経済活動を支える」という部分でござ

いますけれども、これもどこにどういうふうに重点を使い分けるかという書き方をしてお
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りまして、基本的に国民の安全・安心の確保に向けて地域の特性に応じた資源配分をする

のですと「地域の特性」という言葉を使ってございまして、地域の特性に応じた適切な方

式での防御を推進するということでございます。 

 特に、いわゆる国や地域の中枢機能がある、また、国民住居やら財産、産業の経済基盤

が集中した都市域においては、リダンダンシーの高い交通・情報通信システムの構築や中

枢機能の相互補完といいますか、相互代替・補完性機能の強化を推進する。 

 その他の地域につきましては、周辺地域の波及効果があるものですから、上流で川が破

れると下流まで水につかると、こういったこともあるわけでございますので、そういった

波及効果も勘案するのでありますけれども、地域特性に応じた資源配分のもとで効果的・

効率的な施設整備を進めるために、広域的な行政連携による防災・危機管理体制のもとで

ハザードマップや情報、通信伝達、避難体制の整備等の災害とうまくつき合う、しなやか

に向き合うためのソフト対策を含めて自助・共助・公助のバランスのとれた総合的な対策、

防災・減災対策を実施する、こういうふうに書いてございます。 

 それから、別に書き出しておりますけれども、防災・減災対策をユニバーサルデザイン

化してはどうか、すべきである、というような戦略を書いてございまして、子供や女性、

高齢者、障害を持つ人、それから海外からの言葉が異なる訪問者、こういった人を含むす

べての市民が災害に対して弱者にならないような、そういう体制づくりというものを戦略

に掲げてございます。 

 それから６番目でございますが、「持続的で環境にやさしい循環型社会を支える」という

ことで、１つはＣＯ２排出削減とか省エネとか、こういったことに貢献するための交通シ

ステムのグリーン化の推進。それから、循環型社会構築の国際的な推進のためのアジア諸

国のゴミゼロ化に向けて──３ページでございますが、我が国は非常にすぐれた環境技術

を持っている部分があるものですから、こういったもののすぐれたところは「ジャパンモ

デル」として国際標準化するなり、アジア各国に提供する、そういったことと、それから

アジア地域での循環型社会ビジネス市場をうまく活用できる環境をつくる必要があります

ので、国内外のトレーサビリティを適切に確保できるような静脈物流システムの整備促進

というようなことを考えてございます。 

 この６つの戦略に対しては、「横断的な基幹戦略」といたしまして、３ページにその３つ

の戦略を掲げてございます。 

 １つは、これはちょっと今、悩みがあるのですが、今の既存ストックをどのように戦略
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的に活用し、それをどういうように管理していくかというようなところを（Ａ）の部分に

挙げてございますが、たくさん国土基盤も相当蓄積があるものですから、ただ、地震国の

我が国では、既存不適格と呼ばれるような、まだ十分耐震性がない施設も随分、先般の姉

歯問題で露呈、いろいろと言われておりますが、これは土木施設もそういう部分もなきに

しにもあらずということがありますので、そういったものの適切な更新・改善に向けて国

土基盤のアセットマネジメントの考え方、これはどちらかというとライフサイクルコスト

最小化というのが今までの中心でありましたが、それに加えまして、今の既存ストックそ

のものの評価のし直し、それを「たな卸し」という言葉を使っているのは適切かどうかい

ろいろ、委員からちょっと違うのではないかというご意見を以前いただいていたのですが、

ちょっといい言葉が見つからないので、まだこれを使っておりますが、たな卸しとか最適

運用のためのポートフォーリオ管理、こういった考え方を入れてはどうかというのが１点

でございます。 

 それから２点目は、国土基盤そのものは国民の共有のものであるという、国民のステー

クホルダー意識とか、それから、企業の社会的責任意識に基づいて国民や民間事業者の参

加による国土基盤の管理とより高度な利活用と、こういったことを考えるためのエンパワ

ーメント、「（権限付与）」と書いておりますが、ちょっとこの訳は強過ぎるという気はい

たすのでありますけれども、何らかの価値のエンパワーメントが必要なのではないかとい

う戦略でございます。 

 それから３つ目は、今ある国土基盤、例えば高規格道路、地域コミュニティ道路、鉄道

等、目的・機能の異なる例えば交通モードを相互ネットワーク化するとか、それから、Ｉ

ＣＴを利用した国土基盤へのアクセシビリティを高めるとか、そういう供給サイドでのコ

ントロール、それから、土地利用とか、料金制度とか、需要サイドでの、ディマンドサイ

ドでのマネジメント、こういったものが必要であるということと、さらに高架下のデッド

スペースとか道路河川等の国土基盤が有する空間ポテンシャルを活用することによって都

市にもゆとりが生まれるのではないか、都市環境アメニティの向上が図れるのではないか、

こういったことなどを例示としております既存ストックのより高度な利活用を推進すると

いうことを３つ目の戦略にしてございます。 

 それから、２つ目の「横断的な基幹戦略」といたしまして、「国土基盤の形成、高度化に

向けた資源の配分」ということで、どこがどういうところに重点を置くかというような仕

分けをしてございまして、「国は」、それから２つ目の部分は「地域は」という書き方にな
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ってございます。 

 まず、国は、国際交通ゲートウェイの配置論とか、国土の骨格を成すような交通・情報

通信網だとか、広域的な防災・減災ネットワークでありますとか、こういったものの形成

を国が担保する。その際、国家規模での国際競争とか国民の安全・安心に必要な全国的な

課題、こういったものを国が取り組むんだという姿勢で考えていく、みずから重点的な投

資をする、もしくは、関連する地域政策に対して選択的な支援をする、というような考え

方を入れてございます。 

 地域ブロックにつきましては、地域ブロックが抱える戦略的課題、アジアとの関係でご

ざいますとか、地域ブロック規模での諸課題に対して地域ブロック内の広域自治体が協力

し、選択的、集中的な投資を実施する。それから、地域コミュニティ規模での国土基盤に

対しましては、ローカルルールを採用することによってより効率的な資源配分ができるの

ではないか、このような戦略になってございます。 

 それから、最後のものでございますが、「効率的で効果的な国土基盤形成のための技術」

ということで、特に今後の技術の動向が注目されるものといたしまして、ユビキタス技術

とロボット技術の融合によるネットワークロボット、それから、超電導磁気浮上式鉄道の

実用化の問題、それから２ポツ部分でございますが、よりエネルギー効率が高く安全で環

境にやさしい交通通信システムの構築に不可欠な情報通信技術でありますとか、移動体衛

星通信や、そういった準天頂衛星システム、それから自然エネルギーの利活用、燃料電池

などの開発についても重点的に推進、このようなことを書いております。 

 この言葉でほぼ計画部会に対するご説明は済ませたいと思いますが、それを補足するも

のといたしまして、この資料４も提出させていただきたいと思っているわけでございます。 

 ざっと見ていただきますと、あけていただきますと、２ページに「高度情報通信社会を

支える国土基盤」ということで、今後の情報通信の方向、戦略性みたいなものを絵解きに

したものがございます。 

 それから３ページでございますが、「都市を支える国土基盤」ということでございまして、

コンパクトシティ実現のために、中心部では公共交通、郊外部では自動車交通というもの

を少し絵解きをしてみたと。その両者の連結みたいなものをどうやって図るかを絵でかい

てみたということでございます。 

 ちょっと「推進方策」のところに少し方策めいたものを幾つか入れておりますが、特に

この推進方策の⑤のところに「総合的な施策推進のための支援」ということで、地域の創
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意工夫による総合的ですぐれた交通等計画に対する重点的な支援をするような仕組みづく

りを国としても進めたらどうかなというようなことを少しサジェストしてございます。 

 それから４ページでございますが、「地域の自立を支える国土基盤」ということで、先ほ

ど申しました域外市場型産業を有する地域と、それから、域内市場型産業に依存する地域

ではというような書き分けをしてございますが、それに対して幾つかの推進方策を書き、

かつ、絵解きをしているということでございます。 

 それから、５ページはシームレスアジアの絵でございます。ここでごらんいただきたい

のは、シームレスアジアの拡大の簡単なシミュレーションでございますが、大体どのくら

いまで拡大するポテンシャルがあるかなというのを、この左側の地図の上に落としてござ

いまして、この茶色の半円が実線と点線でかかれておりますものは、これは航空路線網で

ございまして、現在のところは日帰りをしようとすると、この韓国がせいぜい、上海まで

行けるかどうかという、この範囲でありますが、これが、将来は可能性といたしましては

ハルビンやら西安、それから香港を含むような範囲まで路線が、マーケットがうまく形成

されれば、こういったものも可能性があるという範囲を示しております。 

 それから、「貨物翌日配達圏」につきましても同じような計算をしておりまして、現在の

ところはこの青で囲った部分でございまして、西日本と韓国が行き来できる範囲でござい

ます。次の日に貨物が届く範囲、これは海上輸送でありますが、貨物が届く範囲でありま

すが、それが、ポテンシャルといたしましては、東北・北海道を含む残りの日本の部分と

ウラジオストクでありますとか、青島でありますとか、上海でありますとか、こういった

ところもある意味ではターゲットに入りつつあるということでございまして、こういった

「貨物翌日配達圏」の拡大が可能性があるということでございます。 

 それから、右側の戦略の下に推進方策が書いてございますが、「施策の実現に向けた手立

て」のところの２つ目でございますけれども、東アジア共通の運輸政策のようなもの、共

通政策をお互いに持ち寄ってつくって、合意をし、国境の両側で多国間の連携ができるよ

うな仕組みづくりを考えてはどうかと、こういったことによってクロスボーダーイシュー

を解決できないかというような問題提起をここではしてございます。 

 ６ページは、「災害に強いしなやかな社会経済活動を支える国土基盤」でございまして、

これは以前からごらんいただいているものでございます。事務方といたしましては「コッ

プ酒」と呼んでおりますけれども、酒がこぼれても外側にお皿があるという、こういう絵

をかいてございます。これがソフトの部分であるということでございます。 
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 ７ページは、「循環型社会を支える国土基盤」ということでございます。 

 ８ページは、「国土基盤の戦略的活用と国民参加型管理」、これはなかなか絵にならない

ものですから、何となくふわっとした絵がかいてございますけれども、そういったものに

ついて、イメージと、それから推進方策みたいなものも書き出してみたものということで

ございます。 

 ９ページは、「国土基盤の形成、高度化に向けた資源の配分」ということでございまして、

これも国と地方でどういうふうに資源配分の考え方を分けるべきかという、そういう戦略

を先ほど申しましたような形で書いたものをちょっと絵にしたものでございます。全国の

ネットワークについては、これは国の資源配分の世界であると。それから、中央ブロック、

それから各地域の資源配分につきましては、地域の資源配分戦略と、それから、これを国

の資源配分戦略が後押しをすると、こういう絵をかいたところでございます。 

 それから１０ページは技術革新でございまして、超電導リニアの絵と、それからネット

ワークロボットの絵がかいてございます。ネットワークロボットがもし実現すれば、これ

は中部万博でありましたような人とコミュニケートするようなロボットに加えまして、生

活支援ロボットのような、お年寄りの面倒を見るのが海外から入ってきた移民のナースが

見るのか、ロボットが見るのかと、こういうことがあるわけでございますが、そのあたり

を絵解きにしたものでございます。 

 以上でございます。 

【委員長】  それでは、これから主として資料３ということになると思うのですが、関

連して資料２や、対応している場所の資料４について、逐次議論していただこうと思いま

す。 

 先ほどお話があったように６月１３日に出す資料になるので、文言とか、用語とか、事

柄だけではなく、細かいところまで議論して、今日、できれば決めたい。修正するものは

するというふうにしたいと思います。したがいまして、ご発言はなるべく具体的に、ここ

のところのここをこういうふうに変えるべきであるというたぐいのご発言が一番ありがた

い。ほんわかしたのだとどうやっていいかわからないので、なるべく具体的にご指摘いた

だくようにお願いしたいと思います。 

 順々にやっていこうと思うんですが、全体のつくりに関することでまずあればと思いま

す。「検討経緯」「検討内容」、それから３.１で「新たな国土基盤形成戦略」、３.２で「横

断的な基幹戦略」というような、用語は別にして、つくりになっていますが、その辺、フ
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レームで何かもしあればお願いしたいと思いますが。 

【事務局】  ちょっとすみません、よろしゅうございますか。 

 資料３の構成ですが、「検討経緯」があり、「検討内容」があり、それから中身があると、

この３つの構成は、各専門委員会共通でございますので、よろしくお願いいたします。 

【委員長】  とはいえ、それでもというのがあればもちろんご発言いただきたい。 

【委員】  ３.１と３.２というタイトルはありますが、その上位の３というのはないん

ですか。 

【委員長】  ３がないね。 

【委員】  それでいいのかなという感じがするのですが。 

【委員長】  そうだよね。 

【事務局】  まあそれはエディトリアルな問題としてあると思います。 

【委員長】  それは入れたほうがいいね。 

【事務局】  そうですね。事務方の中の若干のいろいろ議論もございましてこうなって

おりますが。 

【委員長】  全般にですけれども、資料２のワーディングとそれからストラクチャーと、

資料３のストラクチャーは、違うんですよね。資料３は、６個の戦略が並行につくってあ

るけれども、資料２はハイラティカルにつくってあるでしょう。これはどっちが正しいん

ですか。 

【事務局】  これは、資料３が正しいといいますか、本体だと思っていただきたいと思

います。 

【委員長】  そうすると、資料２は資料３に準じて直していくというものですね。 

【事務局】  そうですね。 

【委員長】  では、ベース資料は資料３という理解をして議論していただきましょう。 

 今、委員から出た３.１と３.２があって３がないというのはおっしゃるとおりで、ね、

３は何か書いて入れていただくのは、それはいいですね。 

 ほかにどうですか。 

【委員】  「豊かさ」や「美しさ」はあえて資料３に書いていないのかもしれないけれ

ども、やはり多少必要な気がしてね。多分、「都市を支える」と言うから、このあたりはそ

ういうことには直結するだろうし、言葉だけで入れておく提案しかできないんですけれど

も、項を起こすとかじゃなくて、「豊かさ」「美しさ」を取り戻すというところが見えてく
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るようなのが３章というのかな。この「戦略」という中に、戦略の目的に対応するところ

だから、言葉として入れてほしい気がしますけれども、どこにと言われると、「都市」のあ

たりかなと思ったりする程度です。 

【委員長】  私も実は同じような意見でして、この「国土基盤の理念」というのがない

んですよね。具体しか出てこなくてね。これでは今までやってきたのと大した違いはない

わけで、そういう理念に相当するのをどこかで何か言わないと。 

【委員】  形としては、私はこっちの資料２のほうが好きなんです。好きなんですって

好みなんですけれども、何か立派な感じがするんです。こちらは何かすごく現場部隊とい

うか。 

【委員長】  資料３では、資料２の右側しか書いていないですものね。 

【委員】  そうですね。ここしかないですね。 

【事務局】  それは、国土基盤専門委員会として非常にこだわりのあるところなんです

が、ほかの５委員会と混ぜて足して５で割るとふわっとしちゃうおそれもあるんですけれ

ども、これからとりまとめます計画部会の中間とりまとめの中で、それぞれの委員会から

持ち寄った問題意識もしくは理念を融合させたものをつくらなければいけないというもの

があるものですから、今の段階としてそれぞれの委員会からばらばらの理念が出るとちょ

っと厳しいなというものもあって、そこはちょっと抑えるような、５委員会の事務方の間

で話し合っているわけです。 

【委員長】  まだエディティング中ということですね、理念について。 

【事務局】  そうなんです。だから、逆に言うと、この委員会のレポートをつくるとき

に、そこはしっかり書いておいて、そこを議論するときのベースにするつもりではござい

ます。 

【委員長】  １３日は資料２を使って、最初に僕が二、三分何か言って、それで事務局

が１０分くらいでしたっけ。 

【事務局】  それは、ちょっと修正がございまして、委員長が２分、事務局が５分とか、

７分以内ということです。 

【委員長】  この２分のときは、僕が資料２の左半分を言うと、これを使って。そうす

ると、さきほど委員が言ったようなところをそこで言うと。それで事務局が資料２で言え

ば右半分を言う、というふうにしましょうか。 

【事務局】  そうですね。 
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【委員長】  委員がおっしゃっているところは、深く私が２分で言う、それでいきまし

ょうか。 

【事務局】  あと、今、委員がおっしゃったことでちょっと思いついたのですが、資料

３の２.「検討内容」の「国土基盤専門委員会は」の後に、これこれの理念をもってこれこ

れの戦略をいかに考えたみたいな書き方をすれば、若干ここに入れることはできますので。 

【委員】  そうですね。 

【委員長】  では、そうしましょう。 

【委員】  全体をカバーしますよね。 

【事務局】  ちょっとボリュームのほうでここはこうさせていただきましたが、そうい

うふうにさせていただきたいと思います。 

【委員長】  ほかに全体のつくりとか、そういう問題はありませんか。よろしいですか。 

 では、それはいいとして、では次は、資料３に書いてあるところの３.１から先に入りた

いのですが、３.１以前のところで書きぶり、何か気になるところはありますか。つまり、

１.「検討経緯」、２.「検討内容」というところの文言や何か。 

 よろしいですか。 

 では、特になさそうなので、３に入りたいと思います。 では、３.１「新たな国土基盤

形成戦略」、（１）から（６）までございますけれども、それについてどこからでも議論し

ましょう。 

 どうぞ。どなたからでも結構でございます。 

【委員】  皮切りに二、三あるんですけれども、最初からいきますと、（１）の「高度情

報通信社会」のところの２番目の箇条書きのところです。デジタルディバイドを解消する

という目的として、下線部にあるようなファイバー網や何やらの形成をすると言うことで

すが、デジタルディバイドって普通のイメージから言うと、確かにインフラはなきゃいけ

ないけれども、キーボードがさわれない、マウスを見るだけで怖い人という人もいるわけ

で、それもやっぱりデジタルディバイドではないのかと思います。ここに書いてあること

さえできれば解消と書いてあるのはちょっと極端過ぎて、ここで言っているのは、デジタ

ルディバイドの解消を支援することですよね。それがあってなおかつ使う人間が抵抗なく

パソコンなどの情報通信機器を使えるというところで初めてデジタルディバイドは解消さ

れるわけですから、ここでの文章だけではちょっと言い過ぎじゃないかという気がしたの

が１点です。 
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【委員長】  １個ずついきましょう。 

【事務局】  何となく我々が考えていますのは、デジタルディバイドそのものが、そう

いったものがアクセスできないような環境に置かれているというイメージなんです。アク

セスするかどうかは主体の問題なんですけれども、したくてもできない状態があるもので

すから、したくてもできない状態が解消されると、したくない人はしないと、こういうと

ころがあることが含まれているとご理解いただけますでしょうか。 

【委員】  どちらかというと、この言葉の使い方ですよね。一般的な人がどちらにこれ

をとらえて見てくれるかというところです。私みたいな見方をする人が少数派ならいいん

ですけれども、多くの人がそう見るならば、そんなわけないだろうと言われちゃわないか

なと思います。ただそんな定義を細かく脚注で書いたら嫌らしくなる問題ですけれどもね。 

【委員長】  例えば、「デジタルディバイド解消に寄与」とかね、「デジタルディバイド

解消に貢献」とかね。そうしたら１対１じゃないですよね。そういうような、何かイクス

プレッションで変えられるんじゃないでしょうか。 

【委員】  そうだと思いますよね。 

【委員長】  ご提案いただくのが一番ありがたい。こう変えなさいという。 

【委員】  いや、まさに今、委員長がおっしゃったようなことでいいと思うんですよね。

だから、「解消支援」と言うと、逆にそれも弱過ぎるかもしれないし。確かに事務局がおっ

しゃるこの言葉の定義もあり得ることですから。 

【委員長】  強いほうがいいよね。 

【事務局】  我々はフィジカルなものですから、フィジカル・インプレッサーなもので

すから、地理的デジタルディバイドとリテラシーの問題とやっぱり分けなければいけない。

それは先生おっしゃるのは正しいんです。我々、地理的なものだけ扱ってこう言っている

ので、地理的デジタル……。 

【委員長】  普通はデジタルディバイドって、もっと社会的な意味に使うことのほうが

多いんじゃないんですかね。 

【委員】  だから、お年寄りの人がなかなか使えないとか、そういうイメージを私は持

っています。マスコミの人なんか、よくそういう意味で使う気がするんですよね。 

【事務局】  地理的デジタルディバイド……。 

【委員長】  そういうふうに言っていいのかなあ。そんなふうに使いますか。 

【委員】  普通、これはインフラと同じ。意味はわかりますけれどもね。 
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【委員長】  言われてみればなんだけれども。 

【委員】  言われてみれば。 

【委員長】  地理的デジタルディバイドって言うかな。 

【委員】  地理だけじゃないから、地理的と言うのはおかしいかもしれない。 

【委員長】  ここでは社会的なことを言いたいわけではないんだ、実は。 

【事務局】  そうなんです。 

【委員長】  どこでも使えるということを言いたいということですね。 

【事務局】  機会均等性みたいなものをしっかり確保する。 

【委員】  デジタルディバイドをやめたらいいのでは。 

【委員長】  「促進する」でいいじゃない。 

【委員】  着実な……。 

【事務局】  「デジタルディバイド解消を促進する」。 

【委員長】  あえてデジタルディバイドと言う意味がないなら、言わなくたっていいで

すね。てっきり社会的問題だと思って。 

【委員】  私もそう思っちゃって。 

【委員】  前のほうで意味がはっきりしているからね、もう地理的なあれを促進すると

いうことは。 

【委員長】  そうだね。 

【事務局】  では、「促進する」というところでちょっとまだ。 

【委員長】  では、「促進」でとめておく。後ろは切る。 

 ちょうど出ましたから、この（１）について、では議論を集中しましょうか。（１）は、

ほかにどうですか。 

 「孤立化対策」というのがここに何か一言言葉が入らないかなと思うんですけれどもね。

災害時の、あるいは非常時の。後ろの災害のところでも出てこないことはないんだけれど

も、孤立化対策の最大重要なのは、これからは情報ですから、ここのところにも何か「防

災・セキュリティ等の生活の安全」と言うだけじゃなくて、例えば「防災」の前に「非常

時の孤立化対策を含め防災・セキュリティ等の生活の安全」と、こういうふうにつながれ

ば言葉が入らないのかなと思うんです。 

 ほかにどうでしょう。 

【委員】  これはやっぱり「高度情報通信社会を支える」というのじゃなくて、やっぱ
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り「形成する」なんじゃないんですかね、これは。 

【委員長】  つくる？ 

【委員】  下の「都市」とか、「地域の自立を支える」というのは国土基盤を支えるのは

わかりますが、高度情報通信社会というのはつくり上げるものじゃないんですか。 

【委員】  資料２では「形成」になっているんだけれどもね。 

【事務局】  ええ。高度情報通信社会も、先ほどのリテラシーの話で、受け手がちゃん

とそれに対応できないとそうなのか、受け手とは関係なしにそういうものができちゃうの

かというところがありまして、「支える」ほうが実は安全かなと思ったものですからそちら

を。 

【委員】  もう一つ、情報テロというのかな、だれとでもという社会は怖いような話な

ので、サイバーテロ、サイバーハザードへの取り組みも一言とか。 

【委員長】  入れましょう。じゃ、このさっき僕が防災で「孤立化」とか言ったあたり

のところに入れましょうよ。僕が前に話したときには「ディジタルハザード」とか言った

んだけれども、今、何とおっしゃいましたか。 

【委員】  「サイバーハザード」と。 

【委員長】  「サイバーハザードへの対処等」とかいうのを入れて言いましょうか。 

 では、タイトルはどうですか、皆さんのご意見は。委員の意見としては、「支える」じゃ

なくて、「高度情報通信社会をつくる」？ 「形成する」？ どっちがいい？ 

【委員】  「形成する」だよね。 

【委員長】  「形成する」。 

【委員】  一応、これ、全部あれでしょう、「支える」にしているから。 

【委員長】  「支える」にこだわってみたと。 

【委員】  「支える」のほうが消極的ですけれどもね。 

【事務局】  一歩引いていますですね。 

【委員】  確かに謙虚ですよね、「支える」のほうがね。 

【事務局】  事務局が謙虚なものですから。 

【委員長】  「高度情報通信社会の形成を支える」とかだったら。それのほうがいい？ 

【委員】  いいんじゃないですか。 

【委員長】  そのほうがいい？ それだったら妥協できますか？ 

【委員】  いいんじゃないですかね。 
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【委員長】  いいですか。では、そうしましょうか。 

【事務局】  わかりました。 

【委員長】  じゃ、事務局の「支える」主義はぜひ尊重するとして、「の形成を支える」

にしておきましょう。 

 ほかにどうですか、（１）は。 

 では、ちょっと先へ行って、また戻ることにしましょう。 

 では、（２）をお願いします。 

【委員】  言葉の「集約型」なんていうのはちょっと引っかかる。この「集約型な構造」

とあるでしょう。これはやっぱり「集約的」とか。 

【委員長】  「な」だったら、「集約的な」ですよね。「型」だったら、「の」だよね。 

【事務局】  これは、いいか悪いかは別にいたしまして社会資本整備審議会の答申の中

で使っちゃっている文で、これに合わせたというか、先住民がいたということなので。 

【委員長】  こっちのほうが国語のできる人が多いですから。 

【事務局】  元は「集約型都市構造」なので、「な」を取るということで。 

【委員長】  「集約型都市構造」だと「集約型の」でもいいし。助詞を入れるなら「の」

ですよね、これは。じゃ、「の」にしておきますか、今の。でも、「な」を取っちゃえばい

いか。「集約型構造」でいいか。 

【委員】  いいですね。 

【委員長】  じゃ、助詞を取るということで。 

【委員】  下から４行目の「都市計画道路予定線」の「予定線」というのは、わざわざ

入れた意味があるんですね。 

【事務局】  実際、まだないわけで、都市計画道路予定線というのは地図にかかれてい

まして、それを外していくという作業になりますから。 

【委員】  都市計画道路自体を見直すところも、結構、今、出てきています。そこはや

っぱり踏み込むとまずいということで「予定線」というのにしてあるんですかね、これは。 

【委員長】  同じ意味ですね。同じ意味だ。「予定線」を取ったほうがいいですよね。 

【事務局】  「予定線」を取ったほうがおさまりはいいです。 

【委員長】  妙にかた苦しい感じがしますね。 

【事務局】  そうですね。いいでしょう。 

【委員】  しかし、今の議論で、要するに郊外部において都市計画道路を見直しするこ
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とによって無秩序な拡散やそういうものを抑制するという、そのロジックがいまいち読み

取れないんですけれども、従来、計画決定だけしているから、接道さえしていれば、かな

り大きな容積を建てちゃっていたと。道路がないのに建てたと。これがそもそも問題だっ

たから、都市計画決定を外しちゃうと。既存不適格になるけれども、それ以上建たなくな

ると、こういうロジックなんですって。 

【事務局】  いや、そこまで。 

【委員】  決定されているものを郊外部でもうやめようねというところが、委員がおっ

しゃるようにいろいろ出てきているのは事実ですよね。まあ都心部は現実に整備できない

よね。見直しが多いわけだけれども、あえて郊外部というところで……。 

【事務局】  郊外部にはまだ絵だけかかれている部分が随分ありまして、そういったも

のも、その部分に地元のニーズが出てくれば道路がつくられちゃうわけですけれども、も

うそこは外しちゃって、はっきり都市計画区域内の道路ネットワークから除外してしまう

ということでコンパクトシティ化を図ると。 

【委員】  郊外部でも集約的に物流施設などを誘致するところと、もうつくらせないと

ころを分けようということですかね。 

【事務局】  そうであります。 

【委員】  しかし、ちょっとこだわるんだけれども、その都市計画決定というのは、あ

る時期それなりの理屈があって計画決定だけしているのに、そこに何か立地することを「無

秩序な拡散」という言葉と結びつけちゃうのは、何か違和感があるんだけれども。時代が

変わったから、決定を取り消しましょう，やめましょうというのはいいですよ。しかし、

そういう道路沿いに起こった開発を「無秩序だ」と言ってしまっているように見えるでし

ょう。その都市計画決定の見直し等によって市街地の無秩序な拡散を抑制するって読める

から。 

【事務局】  私は都市計画を前にやったものですから、おそらくここは、今までは予定

人口といいますか、都市計画の想定人口に対して道路網はこれだけというセットをしてい

たと。ところが、人口の見通しが変わりましたので、それだけの道路ネットワークは必要

ないということでの都市計画道路の見直しで、必ずしも今ご指摘のように「無秩序な拡散」

ということ、もともとは秩序ある人口配置と都市計画道路という理念でつくっていますか

ら、都市計画道路をつくったらばそれが「無秩序な拡散」というふうにストレートにちょ

っと結びつけると、都市計画の道路をやっている人にはちょっと気の毒かなという気持ち
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が若干、身びいきかもしれませんが、するかもしれません。 

【事務局】  そういう意味では、この「市街地の無秩序な拡散」というより「市街地の

秩序だった」例えば「縮退」みたいなものをほんとうは入れたいところ。 

【事務局】  そのほうがまだいいかもしれませんね。 

【事務局】  ちょっとその言葉自体もいろいろ、「縮退」という言葉もいろいろあるもの

ですから使い切れていないんですが、気持ちはそちらのほう。 

【委員】  わかりました。多少ケアしておいたほうが。 

【委員長】  これはちょっと文章が変ですよね。「市街地の無秩序な拡散と特定地区への

交通集中を抑制する」と言うんだけれども、それを実現するために新規立地の適正化と都

市計画道路の見直しをやるというのが。それでどうして特定地区の交通集中を抑制できる

のか全然わからない。「無秩序な拡散」のほうはまああえて言えなくもないとは思うんだけ

れども、後ろの「特定地区への交通集中を抑制する」という、ＡならばＢ、Ｂにつながら

ないね、これは。 

【委員】  むしろこれは、どちらかといえば大型トラックとか、ＩＳＯコンテナを運べ

るちゃんとネットワークを充実して、そういう道路に大型車を移動させて市街地に入り込

まないようにするみたいな話のほうがわかりますよね。 

【委員長】  わかりやすいよね。 

【事務局】  この「特定地区への交通集中」は、ショッピングセンターが突然できまし

て、周辺の交通網を攪乱して、それが特定地区に過度な交通集中を生むみたいな現象が起

こっているものですから、そういったことを意識して書いているということであります。 

【委員長】  「特定地区の」という意味、この表現で言ったときに、そういうふうな意

味にとらないと思いますよね。むしろ、都心や何かへの集中があるから、ある種の分散を

図ろうとか、あるいは、今、事務局が言うようなことだったら、郊外へのショッピングモ

ールの立地で、それに伴う局所的な交通問題が生じている、これは事実ですよね。ただ、

そのたぐいの話と、この大きさ感覚の、スペース感覚の話はちょっと違うよね。ＰＩＡみ

たいな話とこれとはかなり違う話ですよね。むしろ委員がおっしゃったようなことのほう

が、特定地区への交通集中を抑制するために物流施設等々、あるいは幹線道路の適正な整

備なり配置なりを行うということを言うこと──何かいろいろなことを同時に一つの文に

入れるから。 

【委員】  そういうこと。いろいろなことを言うのに。一つ前もそうなんですよね。だ
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から、一応、わかりやすく分けてもらったほうがいいんだけれども。説明されればわかる

けれども、文章だけ読むとわかりにくい。 

 いいですか、この前の「公共交通の活用・整備」は大変重要なキーワードになっている

わけだけれども、この文章だと、「公共交通の活用・整備によるトランジットモール」、こ

こで受けちゃっているように見えるんですよね。よくわからないけれども。だから、「公共

交通の活用・整備による歩いて暮らせるまちなか交通体系」だとすると、これも何だか微

妙に矛盾している感じがするけれども、まあ多分、文章的に言うと、「公共交通の活用・整

備によるトランジットモール」だと思うんですよね。 

【事務局】  いや。 

【委員】  違う？ どっち？ 

【事務局】  「歩いて暮らせる」です。 

【委員】  後ろにかかるほうはまだいいけれども。そうすると、公共交通を広くとらえ

られるから、それは結構ですけど、「公共交通の活用・整備」は整備として大変重要だけれ

ども、それがすぐに「歩いて暮らせる」という……。 

【委員長】  これ、点をつけてみんなつなげるというのはやめましょう。それで丸をつ

けましょう、丸。一文の中にも体言どめでいいから丸を入れて、論理がＡならばＢ、ある

いはＣならばＤとなるようにきちんといきましょう。全部ごった煮だものね。 

【委員】  そう、ごった煮だからよくわからないんですね。 

【委員長】  だから、どんな論理になっているか全然わからない。 

【委員】  以上です。 

【委員長】  だから、１個目については、こういうことでいいんですよね。「公共交通を

活用・整備。景観に優れ、快適な歩行環境を有するトランジットモール等の充実。歩いて

暮らせる『まちなか交通体系』の形成。」というたぐいの、全部体言どめでつながって、何々

を促進という。論理をなまじ入れるからわけわからないものになるので。多分、ここにい

る委員はみんな言いたいことは共通していると思うので、論理がちゃんとできる、国語を

ちゃんとやっていただくということで１個目は整理して、後ろはまだちょっと論理がみん

な共通していないので、ここはどうですか、２個目の。 

【事務局】  お言葉ですが、そうすると、ちょっとばらばらになっちゃいまして、「公共

交通の活用・整備」とは一体何のためにやるのか、そのターゲットがはっきりしないです

よね。 
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【委員長】  それが、「景観に優れ、快適な歩行環境を有する、歩いて暮らせる『まちな

か交通体系』」──「まちなか交通体系」をつくるということを最終的に言いたいんですか？ 

結局、何が言いたいんですか、これは。 

【事務局】  ここは「まちなか交通体系」の形成と、それから、広域的都市、要するに

この最後の部分が言いたいことですね。 

【委員長】  それじゃ、そうしたら、「歩いて暮らせる『まちなか交通体系』を形成し、

広域的都市機能を集約・集積するために何々、何々、何々を行う」とかというふうにロジ

ックがちゃんとするようにしましょうよ、ロジックを。 

【事務局】  それならわかります。それをばらばらに切っちゃうと。 

【委員長】  ロジックが大事ですから、こういうのは。特に短い文章ではロジックがな

かったら読み手はすごく混乱しちゃう。 

【事務局】  それはそうですね。 

【委員】  でも、歩いて暮らせたら、公共交通も要らないじゃないですかね。 

【事務局】  歩いて暮らせるために、それを補完するものとして公共交通があって、そ

うじゃなくて自動車と歩行者が混在ではあまりにも前近代的だと、こういうことなんです。 

【委員長】  だから、それが解説されないとわからないような文章では困るから。都心

部は歩いて暮らせて、それで、そこに外から公共交通等でつながっていてということを僕

は言いたいんだ。 

【委員】  車を使わないという意味でしょう。だから、そういう歩いて暮らせるから公

共交通も要らないと思っちゃう人もいるかもしれない。 

【委員】  出てきますよ。 

【委員】  これ、脱マイカーなんでしょう。 

【委員】  脱マイカーということですよね。それがもっとわかるようなものに。 

【委員長】  ２つ目はどうですか。これも「市街地の無秩序な拡散」を防止するという

ことと、「特定地区への交通集中を抑制する」ということと、ちょっと違いますよね。 

【委員】  「市街地の無秩序な拡散」というのがさっき問題になって、それはちょっと

言い過ぎじゃないかというのがありました。ここはだから、「都市の最適規模への対応を図

る」ということじゃないんですか。 

【事務局】  気持ちとしては、やっぱり小さくなるということを言いたいんです。 

【委員】  私の言い方で言えば「最適規模」です。要するに、今までは成長中心でどん
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どん周りに都市が拡大していました。それが「縮退」と言うとちょっとマイナスイメージ

で、ほんとうは、人々が暮らすのに最適な規模があるはずで、それを実現するためにそれ

に対応したようなインフラづくり、環境づくりというのか、そういうことだと思います。

あまり「無秩序」とか「縮退」とかいう少し過激な言葉は言わなくていいのかなという気

はするんですけれども。 

【委員】  ただ、物流のことを考えると、大体物流施設というのは大型化しつつありま

すし、今は圏央道周辺にどんどん立地していると。それは、適切なところに配置すれば、

むしろ物流の正常化につながるという意味があるから、それは適正にやっぱり郊外部に立

地させなければいけないということはありますよね。だから、全般的な市街地の拡散を防

ぐという話と、必要なものはやっぱり必要な場所にそういう、インター周辺にそれなりの

道路ネットワークもつくりながら立地してもらうということを両方書くんですかね、これ

は。 

【委員長】  違うことが、２つの違うことを言っているよね、これは。 

【委員】  そう。それを一緒に。 

【委員長】  分けて。 

【委員】  だから、黒丸を１個増やしてもいいですかね。 

【委員長】  そうそう。あるいは１個の中だって、２つに分けて書けるからね。 

 １つは、郊外部というものを見たときに、特に戦後進んできた、いわゆる無秩序なスプ

ロールというのはあるわけで、それを人口減少の中では「適切な計画的縮退」、という言葉

を使うかどうかは別にして、「適切な都市構造形態に再誘導する」というのを言いたいんで

すよね、１個はね。それはコンパクトシティとセットだからね、郊外については。 

【事務局】  そうですね。 

【委員長】   もう一方で、物流施設や幹線道路を適切に整備・活用することによって

再配置することによって、住みやすい都心環境を確保するんだということが言いたいんで

すよね。とりあえず別のことなんですよね。それが２つこの中に分けて書けませんかね。

もちろん、その道具立てとしては、パークアンドライドとかいろいろ入れればいいんだけ

れども、事柄としてはその２つが混じっちゃうからわかりにくいんじゃないかということ

だと思うんですよ。 

【事務局】  そういう意味では２つに分けるのが一番……。 

【委員長】  うん、一番すっきりする。 
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【事務局】  この交通は、「中心市街地においては」「郊外においては」と対比になって

いますから、「郊外においては」というポツの中に何となく文章が２つあると、こんな構成

にしますかね。 

【委員長】  あえて言えば、今、「郊外」のほうで言った２つのことのうちの１個目の話

は、上のやつとセットになっているほうがいいんだよね。コンパクトシティが。そうする

と、公共交通の整備や何かの話とも話が合うんですよね。２つ目の委員がおっしゃったよ

うなことは、２つ目のポツとして独立して書けば、そうすればいいんじゃないかと思うん

だ。 

【委員】  これはよく「中心市街地の空洞化」云々とかという言葉は全然使わない？「活

性化」とかそういう言葉はは平凡だから使わないわけですか。 

【委員長】  中心市街地の……。 

【委員】  よく言われている。 

【委員長】  言っていないですね、そういえば。その点はどうですか。 

【事務局】  そうですね、何を書くかという、多分、フルテキストで書くときはいっぱ

い書けるんですけれども、今回、何を訴えるかで。 

【委員】  まあ、そういう規制があるから。 

【事務局】  ええ、委員会としてそこは肝だというのであればそこを書くとか。 

【委員】  いえ、そんなことはないです。 

【事務局】  取捨選択だと思います。 

【委員】  わかりました。 

【事務局】  だから、そこはお酌みいただければ。 

【委員長】  忘れているわけじゃない。 

【委員】  そういう意味で、そういうことで「まちなか交通体系」とか「歩いて暮らせ

る」もかかわっているですよね。 

 すみません、「パークアンドライドシステム」ってこう書くのですか。中黒が入らないん

ですか。何かすごいカタカナがいっぱいで。 

【事務局】  それはちょっと見やすいように考えます。 

【委員】  どうでもいい話ですけれども。 

【委員長】  僕からもなんですけれども、（２）のほうでタイトルが「都市を支える」っ

て大変シンプルなんですけれども、次の（３）になると「地域の自立を支える」って、つ
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まり「地域」というある存在と、それのかくあるべしという「自立」という目標があって、

それを「支える」んですよね。それから、１個目については、さっき委員がおっしゃって

いただいたとおり「高度情報通信の形成を支える」という、「形成」という目標への「支え

る」なんだけれども、都市の場合には「都市を支える」だけだと、ちょっと……。 

【委員】  さびしい。 

【委員長】  シンプル過ぎるんじゃないかという感じもするんだけれども。何かちょっ

と入れたほうがいいんじゃないかと思うんですが、どうでしょうかね。僕の感覚で言うと、

「都市の持続的な活力を支える」というような感じ。 

【委員】  「活力」とかそういう言葉があるといいですよね。 

【委員長】  「活力」が欲しい。それから、かつ、これは「コンパクトシティ」なんて

いうのはいつも「持続的社会」と対になって言われることだから、そういうのを入れて何

か目標みたいな言葉を入れて「都市のかくかくしかじかを支える」というふうにしていた

だけたらどうかと思うんですけれども。 

【委員】  「活力」。都市の活力。持続的……。 

【委員長】  では、その用語はちょっと私もまだどれがいいかわからないので、またお

任せするとして。 

【事務局】  こちらのほうには、これに関するのは「コンパクトシティの形成を支える」

なんですね。これを、そのくらいのことしか言っていないと言うと怒られますけれども、

ここは多分それに対する、今言ったような内容に対するタイトルなんですね。今、委員長

がおっしゃったように、「都市の持続的な活力を支える」と言うと、ほかにもいっぱいある

じゃないかと。それこそ「中心市街地の活性化」とか全部入ってくるので、ちょっと広過

ぎるかなということで。 

【委員長】  「都市を支える」だともっと広いじゃない。 

【事務局】  わかりました。 

【委員】  交通の問題ってすごく大きいですよね。 

【委員長】  ちょっとそこはペンディングにして、「都市を支える」だけだとちょっとと

いうところは大体皆さんご賛成いただきました。 

 では、次、（３）はどうでしょう。 

【委員】  ここは大きく２つになるんですね。つまり、「域外市場型産業を有する地域」

と「域内市場型産業を有した地域」と分かれているので、それぞれに書かれているのは、
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まあ二分法でわかりやすいのですが、ただ、各地域に対する政策としては、何かこの２つ

の違いがはっきりわかるようにはなっていないかなと。 

 具体的には、例えば２つ目の「域内市場型産業」と言うときには、地域内モビリティの

確保が重点だと言うんですけれども、でも、それはおそらく域外市場型産業でもかなり大

事なことで、なぜそれが域内だけに重点的になるのだろうかと。ちょっと区別がつきにく

いと思うんですね。 

 私が思うのは、地域の自立というのは、あるいは地域が発展するというのは、タイプが

３つぐらいあると私は思っていて、第１に、外から人が入ってきて繁栄する地域と、例え

ば観光都市みたいなところと、第２に、例えば典型的な例ではトヨタなどがそうですけれ

ども、工場か何かが地域内にあって、その工場から物が外に出て行くことによって繁栄す

るという地域、第３に、例えば今問題になっている防衛施設みたいな、つまり自己完結し

てそこで栄える地域、と３つ私はあると思うんですけれども、そのうちの最後の１つは別

にしても、そういうような分け方で、人が入って繁栄するところ、物が出ていって繁栄す

るところというふうに、そういうイメージで考えてみると、ここで出てきている言葉に論

理的なつながりを見出すことが難しい気が私はしたんですけれどもね。 

【委員】  私も実は同じなんですけれども、この２つ目のほうは、地域内の地域のアイ

デンティティの問題をまず言っていますよね。ですから、やっぱり「地域の自立」という

のは、いわば委員がおっしゃったような人流とか、物流とか、そうしたものをスムーズに

やることによって地域の自立を促進していく。それは、人流とか物流がスムーズに行われ

るためには、地域のアイデンティティの確立が不可欠なんだという論理でずっと来たと思

うんですよね。それで、そういったものを担保するものはモビリティの問題だというよう

な感じで今まで議論をしてきたと思うので、「域外市場型産業」「域内市場型産業」という

二分法というのは、ちょっと何か切り口が一面的過ぎるのではないかという感じがするん

ですけれどもね。 

【委員】  中山間地の話が入ってくるとしたらここなんですよね。だから、これが域内

市場型産業中心とした地域経済でイコール何かすぐにはつながってこないんですよね。 

【委員長】  そんなところがあるんですかね。域内市場型産業を中心とした地域経済に

ある地域って、どんなところのことなんですかね。 

【事務局】  こちらのほうが多いんじゃないでしょうか。 

【委員長】  例えばどういうところ？ 
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【事務局】  通常の……。 

【委員】  通常、域内市場型というのは農林業といいますよね。あと建設業なんか。 

【事務局】  まあそんなに大規模──全く外のマーケットに依存しないというのは理論

的にあり得ませんけれども、理屈としてはありませんけれども。 

【委員】  こういう言葉って、経済産業省ではこの言葉を使っていて、それで主として

こういうのは農林業だとか、建設業だとかを指すとかというふうにとれる。ほんとうは、

実際は違うんですよね。農林業でも、地域外とのかかわりが極めて強いし。ですから、ち

ょっとこの言葉って意外に私は国土計画の中では熟されないんじゃないかという感じがす

るんですけれどもね。 

【委員】  域内というのは、今度のこの分けた圏内ということでしょう。 

【委員長】  ブロックとは違うでしょう？ 

【委員】  ブロックとは違うんですか。 

【委員長】  ブロック、これ？ 

【事務局】  ブロックじゃないです。 

【委員長】  違いますよね。 

【委員】  ブロックじゃないですか、失礼しました。 

【事務局】  市とかですね。 

【委員】  市とか。域の大きさにもよりますね。 

【委員長】  これ、結構議論が要りますね、これは。 

【事務局】  計画部会で今おっしゃった経済産業省の今の検討の流れで、計画部会でこ

ういう見方が一度紹介されていまして、それを引いているというところはあります。 

【委員】  この論理づけは決して間違っていないと思うんですね。ただ、現実の地域は、

その域内市場型産業と域外市場型産業が混合し、なおかつ人流・物流ではまじり合ってい

るから、これだけ見ると僕は決して間違っていないと思うんだけれども、ただ、文章とし

ては、定義としては違うような感じがします。 

【委員長】  例えば、そうですね、斜里町とか清里町とか、オホーツク地域の、あの辺

はどっちなんですかね。域外ですか。域内？ 

【事務局】  域外です。 

【委員長】  外ね。要するに。 

【事務局】  外から人が来まして、お金を持ってきますから。 
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【委員長】  ですよね。人も来るしね。それから、あそこのわさびって日本最大のシェ

アにつくり上げたんですよね。というところがあるし、芋もそうですよね。ということは、

専ら域内市場型産業を中心にした地域経済の元にある地域っていうのは、僕はどこのこと

を言っているのかわからなくて、それで２つ目のところがわからないんですけれども。 

【事務局】  逆に言うと、この２つ目のところは結構多くて、これといった特産品もな

いし、地域興しをしたいんだけれども何かいい知恵はないかなと思っているところはみん

なこれだと、こういう感覚なんですが。 

【委員】  だから、そういう地域でも、やっぱり域外市場を育成していくとか。 

【委員長】  しかないよね。 

【委員】  うん、そういうことをやっていかにゃいかんから。 

【事務局】  そういたしますと、やはり日本津々浦々全部高速道路をつくって、それか

ら大容量の光ファイバーを引いてということになっちゃって、もう「国土の均衡ある発展」

の真っただ中に入っちゃうものですから、少し色をつけたいと。 

【委員長】  これは「自然共生型地域」とかって言っているでしょう、二層の広域圏の

中で。あれのことを言っているの、これ？ 

【事務局】  それは、この外にありまして。 

【委員長】  どこのことを言っているのかわからないんですよね。例えば川越市は上。

人がいっぱい来ますものね。じゃ、今治は？ 上だよね。 

【委員】  タオルですからね。 

【委員長】  要するにどこ、これ？ 事務局で具体的に言うと、２つの。秩父──来る

わな。僻地のことを言っているんですか。山古志村のこと？ 

【委員】  相対的にやっぱりサービス産業の比率が、今、高くなっているでしょう。そ

うすると、地方などで公務員の人にしても、地域の金融機関にしても何にしても、わり方、

その地域の人に対するサービスを供給するような形で閉じている、全体の就業者の中で外

に物を売るとか、外の人に対して観光のおもてなしをする人の比率の問題だと思うんです

ね。その比率は、やっぱり圧倒的に対地域の人に対するサービスをやっている人のほうが

多い地域のほうが多いですね。 

【委員長】  それって、地域というのがどのくらいの大きさでくくるかによって全然定

義が違っちゃいますよね。 

【委員】  そうですね。 
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【委員長】  市町村の規模で言ったときに、その中でクローズしてやれている地域なん

て僕はほとんど思いつかないんですけれども。つまり、どこかの母都市や何かのやりとり

を通じて何とかやっているわけですよね。 

【委員】  それはそうですね。だから、その大きさのとり方ですね。 

【委員】  市町村合併しちゃうと変わってしまうとか。 

【委員長】  そこがわからないという意味と、それから、もう一つは、委員がおっしゃ

ったように、ここまでかなり地域アイデンティティとか、それから人の交流が単に観光客

という意味じゃないいろいろな交流を、それこそ外との交流を促進しなければいけないと

言ってきて、そのためのモビリティは必ずしも高速道路でばんばんつなぐとは限らないで

すよね。もっとゆっくり滞在型とか二地域居住とか、そういうことを言ってきたから、そ

のニュアンスがないねというのが委員がおっしゃったんですよね。それはないような気も

しますよね。それは言うとして、今の専らの地域が何かそれはわからないんだけれども。 

【委員】  私も、まだロジックがちゃんと理解できていないかもしれないけれども、例

の二層の広域圏とかいろいろ議論がありましたよね。だから、生活圏みたいなあるまとま

りの中で、特にほかとの交流を重視しない部分は生活インフラみたいなところをしっかり

やると。外の交流をきっちりやらなければいけないところはモビリティというか、高速幹

線へのインフラをきっちりやろうという、そういうめり張りがありますね。 

 だけれども、地域という観点だと両方必要だなという、生活圏としても両方必要だなと

いうことなので、それを「生活圏」という単位の中で両方書き込むというやり方もあるだ

ろうし、これはもう場所をまず２つに分けるということから始めて、こっちは生活インフ

ラ、こっちはモビリティ・インフラというように分けている感じがするんだけれどもね。

そういうロジックに見えるけれど、そのときにはもう１回今の議論に戻っちゃって、そも

そもこの２つの地域に分けられるかというのに戻っちゃうわけでしょう。だから、そのロ

ジックじゃなくて、二層の広域圏と言ったときの議論と整合するような考え方があれば、

あれも多分、基礎的な生活圏みたいなことだったんじゃないんですか。しかし、それは、

ほかと交流するとかという視点も持っているし。 

【委員長】  そのブロックを何かの単位にしましょう。道州みたいな。下のほうは、広

めの生活圏にしましょう。 

【委員】  ３０万人とかですか。 

【委員長】  ですよね。それは要するに簡単に言えば、地域間の相互性、相互関連性に
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おいてサバイブしていくというロジックですよね。したがって、ここが専ら地域内産業で

いくんだとかとかね、ここはそうじゃないんだというふうにはしないというのが二層の広

域圏的な理解だと思うんですね。したがって、だからここを聞いたんだけれども、どこの

ことを言っているんですか、そんな専らな、やっていけるようなところはどこにあるんで

すかって思ったんだけれども、要はその地域の中でのモビリティというのは、やっぱりそ

の生活環境やコミュニティ力を維持するために必要ですね、それをやりましょうと。２つ

目は、地域というのはそこだけで独自に生きていけるようなものではありませんと。母都

市やもっと大きなブロックの中で相互に補完し合いながらやっているものですと。さらに

もっと言えば、幹線系だって必要なところがありますと。国際交流とか。というようなこ

となのかなと思うんですけれどもね、今出ていた議論は。 

 その中では、従来型の、さあそこの出てきた物品をなるべく能率よく市場に搬出すると

か、大量な観光客をどんどんどんと運ぶということだけじゃなくて、幅の広い意味での交

流を促進するような国土基盤が望まれていますねという、最後のところが委員がおっしゃ

りたいところだし、それによって地域のアイデンティティを確保していく、あるいは形成

していくということに資するようにしたいという。だから、３つくらい言っているんだと

思うんですよね。 

【委員】  よくわからないのは、前の「都市」というのに対して「地域」ってあるよう

な感じがするところです。、何か「まちのネズミと田舎のネズミ」みたいで、ちょっとこう

いうふうに都市と地域を分けてしまうのはどうかと。都市の概念もコンパクトシティの形

成だから、これはもう終わったからいいんですけれども、それに対して、だからこう並ん

でくると、何か田舎となっちゃう。 

【委員長】  これは地方のことを言っているんですよね。 

【事務局】  地方のことです。 

【委員】  地方でも、その地方の地域の概念がちょっとすっきりしないという感じです。 

【委員長】  ここについては、大体意見はそんなところですべて出た感じですけれども、

事務局、どうしましょう。 

【事務局】  おっしゃることはわからないこともないんですけれども、やっぱりどうい

うところ、今がんばる地域を応援しようというように政府の中でも議論がだんだん出始め

ていまして、やっぱり自分でがんばって、最初に新幹線の駅があるんじゃなくて、最初に

インターが近くにあるんじゃなくて、高速道路が来るんじゃなくて、自分でいろいろ工夫
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し、生きざまを見つけていこうというところに、やっぱり国としても、いろいろな広域的

モビリティの確保やら何やらもしてあげましょうと。それは単にリワードとしてそういう

ものを差し上げるんじゃなくて、必要だからだと。それはやっぱり広域的な交流だとかそ

ういったもので地域を生かしていこうというところは当然そういうものが必要なんでしょ

う、そういうロジックでつくっているんです。ですから……。 

【委員長】  それは上半分なんでしょう。 

【事務局】  下半分は、それ以外のところは、やっぱり委員長がおっしゃったように、

別に村だけが孤立して生きていけるとは思っていないんですけれども、村から近傍のほか

の都市、母都市と交流はするんだけれども、やはりそれがじゃ今すぐ中国との直行便が必

要かとか、コンテナ船が来る港が必要かというわけではないだろうと。そういったところ

は下に入れていると、こんな感じですね。 

【委員長】  だけれども、その地域の中でのモビリティの確保とか地域情報ネットワー

クって、別にそういう地域だけに必要じゃないんでしょう。 

【事務局】  それはそうですね。 

【委員長】  どこにだって要るんでしょう。 

【事務局】  要ります。 

【委員長】  したがって、上のほうのようなことを言ったら、「以上のような視点に加え

て、各地域内の地域防災力やコミュニティ活力、あるいは生活環境を維持するために地域

内のモビリティの確保、地域情報ネットワークの活用が必要であることは言うまでもない」

とか、そういうことですよね。つまり、Ａの地域とＢの地域があって、ＡはこれでＢはこ

れというものでもないでしょう。Ｂで言っていることはどこどこでもやるんでしょう、こ

れ。 

【事務局】  まあそうですね。 

【委員長】  そういうことだよね。２個に分けているといって委員が最初指摘したのは、

そこら辺のことじゃないの。 

【事務局】  わかります。以前の資料を見ていただくと思い出されるかもしれませんが、

これ以外に、これはもう仕方がないので、国土管理するための最低限の道があればいいや

という地域があったんですけれども、さすがにこれは今は書いていないんです。そのとき

の影響があって、やっぱり最初の２つも二分法になっちゃっているので、今おっしゃった

ような形にすると、かなり落ちもなく全体が圧縮されると思います。 
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【委員長】  あえて言わないでも、当たり前のようなことは言わなくてもいいようなこ

とだと思うんだけれども、今の２つ目のところはどこだって当たり前ですよね。そうする

と、あえて言わないでいいんだったら、言わないでもいいと思うんだけれどもね。 

 ただ、それと別に、さっきから出ているように「地域のアイデンティティを発揮し、つ

くり上げていく」というところがやっぱり抜けちゃっているように思うんですがね。 

【委員】  これ、資料２と先ほど委員長が言ったように、資料２と資料３と微妙に違う

のは、資料２は「自立する地域の形成」、これを「支える」というタイトルです。資料３は

「地域の自立を支える」。ですから、事務局がおっしゃるとおりに、やる気のあるところを

やるんだという意味では、「自立する地域の形成」というものが非常に言葉としていいです

よね。だから、それが資料３で「地域の自立を支える」。これで見ると、どこでも、おれた

ちもみんな考えてくれるんだという極めて他人依存的なあれになるから、そういう意味で

は、僕はこの資料２の全体的な言葉の使い方のほうが何かいいような感じがするんです。 

【委員長】  「自立する地域の形成を支える」とか。 

【委員】  そうですね。 

【委員長】  「支える」で言えばそうなるかな。じゃ、キーワードとしては「地域のア

イデンティティ」とか、「地域内外の人的つながり」とか、資料２に書いてあるワーディン

グぐらいは何か入れ込んでいただくようにしましょうか。 

【委員】  わかりやすいこの資料２ですと、（１）で「都市・地域を支える」で一括りで、

「高度情報通信」と「コンパクトシティ」と「地域」になって、次で（２）で「シームレ

スアジア」だから、何かこっちの書き方のほうがわかりやすくて、これ、並立に並んでい

るところが何となく。 

【委員】  細かいことですけれども、３行目ですかね、道路、鉄道に「空港」も入れて

おいたほうがいいんじゃないんですかね。東アジアとの連携もあるしね。 

【委員長】  ほんとうだ、ほんとうだ。 

【事務局】  はい。 

【委員】  そうすると、港湾は。 

【委員】  それはやっぱり旅客を意識した書きぶりになっちゃう。 

【事務局】  これは、骨格というより、地域レベルで考えていますものですから、高速

道路と鉄道の育成の先に空港と港湾があるというような感じなのです。 

【委員】  気持ちはわかるんですけれどもね。つながっていないから。 
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【委員長】  これはやっぱり、事務局、「域外市場型産業を有する地域」と言ったとたん

に、うちには鉄鋼所のすごいのがあって、それでがーんと韓国と張り合うぜという世界の

ことも入っているように思うんだけれども、タイトルとしてはもっと小さい地域の自立の

ことを言ってきたので、だから、今、委員みたいなのが出ちゃうから、ここはどっちかと

いうとそういうものを、ニュアンスじゃなくて、もっと個別の歴史的な地域で食っていく

ところもあるし、交流で参加型で食っていくところもあるしというたぐいのところに少し

限定して書いておいて、委員がおっしゃるようなところは「シームレスアジア」とか、も

うちょっと違うところで言うほうがいいのかな。 

【事務局】  ここは「域外型」とか「域内市場型」という言葉を使わないで、最初のポ

ツのところに例示、今おっしゃったような例示をしてイメージが、こういうので食ってい

るところは交流基盤はちゃんとつくりましょうと、そうじゃないところは当然あるよねと、

こういう二段構えにすると。 

【委員長】  それでいきましょうかね。 

【事務局】  わかりました。 

【委員長】  それから、今、（１）（２）（３）をくくったほうがいいんじゃないかという

意見がありましたけれども、その辺はどうですか。 

【事務局】  それは、私の好みと一緒です。 

【委員長】  多分、最後に全部つけたり張ったりするんでしょう。だから、ここであま

り一度ストラクチャラルにつくっても、あまり意味がないかもしれないね。 

【委員】  どうせばらかされちゃう。 

【委員長】  だから、事務局としてはこの並行型で書いたほうがいいんじゃないか。１

個１個は強調できるけれども。 

【事務局】  私はどっちかというと、あまりいっぱいあると覚えられないタイプですか

ら、固まっているほうがいいんです。私はこっちが好きなんですが、いろいろ流れがあり

まして。 

【委員長】  とりあえず、これはこうしておきましょう。 

【委員】  わかりました。 

【委員長】  では、次にいきましょうか。４番、「シームレスアジア」。 

 「結束」というのは、これはインテグレーションですか。 

【事務局】  コヒージョンです。 
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【委員長】  コヒージョンか。 

【事務局】  意味ないです、今のところ、実はここはそれを訳しただけで。日本では意

味があるのかどうかちょっとわかりませんが。 

【委員長】  特にないですか、ここは。 

【委員】  これはこれで全くよろしいんですけれども、このいつも使われる「東アジア

日帰り可能圏」というのは、「可能」という所を非常に強調したいんですけれども。観光の

立場からするとアジアから来た旅行客が日本に来たのに、日帰りで帰られては困りますか

ら。 

【委員長】  ビジネス的な意味なのね。 

【委員】  そう、意味なんですよね。だから、そこはもちろんわかっています。 

【委員長】  「日帰りビジネス」だよね、これはね。 

【委員】  それができるという意味なのですけれどもね。逆に言うと、日帰りで帰られ

ちゃうイメージがつかないような工夫を御願いしたいです。 

【事務局】  「日帰りも可能圏」とか。 

【委員】  そうです。「日帰りも可能」とかですね。「アジア日帰りビジネス出張可能圏」

とか何か良い表現があれば。 

【事務局】  「アジア日帰りビジネス圏」というのはいかがでしょうか。今いただいた

んですが。 

【委員長】  そうしましょうか。 

【事務局】  格好いいですね。 

【委員長】  「日帰りビジネス圏」。 

【事務局】  はい。 

【委員】  ちょっとだけコメント。今の件にかかわるんですが、それを形成するための

具体的なポチが１個目にありますよね。地域ブロックによる戦略的な取り組みということ

だけど、それは結局、空港──まあ港湾・空港とシナジー取り組み、そのとおりでいいん

です。けれども、社会基盤、国土基盤から言うと、まずそういう日帰り交流とかビジネス

交流を促進するための基盤整備が、要するに産業交流とか人的交流を促進する基盤があっ

て需要が増えないと、交流自体がないわけだから。その段階になったら空港をちゃんとし

なければいけないねというのがありましたね。 

【事務局】  はい。 
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【委員】  ちょっとダイレクト過ぎて。空港をどうにかすると可能だというのは、何と

なく短絡的な印象を受けるので。だけれども、そうは言ったって、ここで書き込めるかな

という感じもするけど。しかし、実際はそうですよね。 

 それから、空港のほうを書くとしたら、やはり混雑空港だとか容量が少ないところは増

やさなきゃいけないという、こういうことも具体的にちゃんとあるわけだからね。だから、

そういうめり張りの効いた整備を行うとか、容量拡大を行うとかということが必要だと思

うんですけれどもね。 

【委員長】  そうか。 

【委員】  戦略的な取り組みという。 

【委員長】  どこに入れたらいいですかね。 

【委員】  「日帰り可能圏」と言いながら、それだけ浮いていて、それを達成するため

の手順というか、内容がもう少し書き込みたくなってきましたね。そういう感じがします

けれども、まあそれはお好みかもしれません。 

【事務局】  やっぱり「日帰り可能圏」は非常にそういう意味では悩んでいる部分でご

ざいまして、先生のご著書でなくて論文に、最初はやはり東京だとか……。 

【委員】  書いた。 

【事務局】  こういうところだろうと。将来、地方に行くかどうかは課題だねと。我々

もそう思っていまして、やはり今ベースとなるちゃんとニーズがあるのは、ビジネス客が

それだけいるというのは極めて限られたところかなと思うわけでありますが、地域におい

てもある程度の広域であればそういった可能性もなきにしにもあらずで、そういった中か

らうまく空港がお互いに相互連携することで何か生み出せないかとか、そういったことも

ちらっと何だかニュアンス的には忍ばせたいものですから、ちょっとこういう言い方にし

ているんです。 

【委員】  例えば福岡なんかも典型的です。もう容量がいっぱいになりますね。日帰り

交流したいと言ったって、あそこはできるはずだけれども、容量がなかったらできないわ

けですよね。だから、そういう、東京だけじゃなくていろいろなところにそれなりに需要

はあるとは思うんですけれども。 

【委員長】  だから、こういうことでしょう。戦略的取り組みって一体何のことだか、

どうやら空港と港湾に関連していることはここで読めるんだけれども、空港と港湾がどう

しろというのかが書いていないということなんでしょう。 
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【委員】  そうです。 

【委員長】  例えば、「国際港湾・空港等の充実、改良、重点化等を通じた地域ブロック

ゲートウェイの市場原理に立脚し、機能発揮の最大化を目指した戦略的な取り組みが」─

─「取り組み」を取っちゃうと違ってきちゃうから、まあそういう、要するに何かそうい

う動詞を入れておきたいですよね。 

【委員】  そうですね。 

【委員】  この言葉をちょっと教えてください。「市場原理に立脚し機能発揮の最大化を

目指した」──難しいんですね。 

【委員長】  「機能発揮の最大化」と言われているようにとる。 

【委員】  私もそこのところの質問をさっきしました。「地域ブロックゲートウェイの市

場原理に」というのがよくわからないんですけれども。 

【委員】  エアラインが飛ばしてくれるわけ。 

【委員長】  「ゲートウェイの」の後ろに点があるんだね、これはね。 

【事務局】  そうですね。「ゲートウェイの、」ですね。で、「立脚しつつ機能発揮を最大

化する」と、こういうところがちょっと詰まっている。 

【委員】  エアラインがまず飛行機を飛ばしてくれるというのもあるし、そのエアライ

ンにビジネスビジターがたくさん乗ってくれる、そこに売りたい物があって、買いたい物

があって、見本市があって、なるほどという、そこまでの戦略的な取り組み。地域ブロッ

クが地域ブロックでいろいろなイベントなんかをやりながら中国の人を呼んでくる、そう

いうことを「戦略的取り組み」と言えなくはないですね。 

 だから、その「戦略的な取り組み」を、これ、「地域ブロックによる戦略的な取り組み」

というところにかかっているんですかね。かかっているんですね。 

【事務局】  そうであります。 

【委員】  そのときにイメージする取り組みに、今言ったような空港レベルの話なのか、

エアラインを巻き込むのか、それとも、もうちょっとビジネスの人たちを巻き込んだ取り

組みをイメージするのかということは、何かどこかにしておいたほうがいいですね。 

【委員長】  どっちにしても国土基盤のことを言っているから。 

【委員】  そうか、あまりビジネスのことを言っちゃいけないか。 

【委員長】  言うとすれば、国土基盤に関連することを言いたいんですよね、ここはね。 

【事務局】  そうです。 
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【委員】  そのブロック外に、結局、複数空港があるわけでしょう。そうしたら、その

機能分担とか、アクセスの問題。例えば、今、福岡の話が出ましたけれども、私みたいに

東京に来た場合に、北九州に帰れれば、北九州は遅くまでやっていますから、日帰りでき

るんですよ。ところが、博多の場合は、できないんですよね。時間が限られているから。

だから、北九州と博多がうまく組み合わせできれば、日帰りで帰ることができる。 

 ところが、日帰りで北九州に遅く帰っても、北九州から今度博多までのアクセスが悪い

とどうしようもない。 

 だから、そういう意味でやはり問題があって、関西の場合だと、関空と、それから神戸

と、伊丹と、これはもうチケットを共通化して、どこに帰ってもいいわけですよね。そう

いうのだと、遅くなって、例えば自宅が神戸へ近いと、神戸に帰ってもいいわけでしょう。

だから、そういうことをやろうと思えばできるわけですけれども。だから、そういう何か、

そういうことを何かちょっと考えてもらって。 

【委員】  要するに国際競争力を発揮したいんですよね。そういうことじゃないんです

か。東アジアの各地域でいろいろな国際港湾とか空港と競争が激しくなってくるときに、

自分のところが生き残る、そのために国際競争力を十分に発揮することを目指した取り組

みをすると。 

【委員長】  うん、そうだね。 

【委員】  「東アジア日帰り圏」を可能にするというのは、例えば東京や大阪で国際会

議を開いてもらったときに、日帰りで中国からでも韓国からでも来られますということで

しょう。で、そのときに、空港はちゃんと整備されていないと困るから、そのために戦略

的に投資をやっていきましょうと、そういうような理解でいいんですよね、きっと。 

【委員長】  まあそういうことだ。 

【委員】  そういうことですか。だったら私はわかりますけれども、「市場原理」という

言葉は、じゃ、なくてもいいわけですよね。 

【委員】  エアラインの意向もあるからというのもここには入っているんですよね。 

【委員長】  これは、キーワード。後で事務局に作文していただけると思うんだけれど

も、言いたいのは、地域ブロックでこういう国際港湾や空港に関して何をするかというと、

１つは重点化であるとか、役割分担であるとか、それから、機能の充実や拡大も場合によ

っては必要だし、それによって国際競争力をつけていきますよということですよね。 

【事務局】  そういうことですね。 
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【委員長】  多分、皆さん引っかかっていたのは、「機能発揮の最大化」という文章がど

んなものかなとか、そういう、多分、イクスプレッションのところで引っかかっているだ

けなので。それから「市場原理」は、まあ当たり前だよね、今どきね。 

【委員】  何かこれが続くから変になってしまいます。 

【委員長】  ここだけ入れると、ほかにも入れたくなっちゃうから。「市場原理」がね。

ということじゃないですか、ここは。 

【委員】  そうですね。 

【委員長】  はい。では、少し急いでやって、それでまた戻りましょう。 

 ５番、「災害に強い」ところはどうですか。 

【委員】  ここにもまたあるんです。 

【委員長】  お願いします。 

【委員】  あまり自分の専門のことを振り回すのはよくないので、もうこれでいいよと

いうのなら、私はすぐに引き下がるのですが、どうしても引っかかるのは、「資源配分」と

いう言葉です。普通、経済学の領域で「資源配分」と言うと、例えば労働力であったりと

か、時間であったりとか、そういうものも含めて「資源配分」という言葉を通常使うんで

すよね。 

 ただ、世間が「資源配分」という言葉をそうはとらえていないのだったら、これで通る

と思います。ただ、私のように見てしまう人もいますから、ここではむしろ「資源配分」

という言葉ではなくて、戦略的な投資をするということですよね。そう私は理解するんで

すよ。だから、それをあえて「資源配分」という言葉を使ってする必要まではないのでは

ないかという気がするんですよね。 

 実は、後の３.２の（Ｂ）のところでも「資源の配分」という言葉が出てくるんです。こ

れも同じです。ですから、何かもっと別の表現、例えば先に言ったような「戦略的投資を

行う」とか何か、そういうような別の表現をしたほうがいいんじゃないかなという気がし

ました。 

【事務局】  この（５）ポツの、最初の矢羽根の２つ目のポツのところでは、おっしゃ

るように「資源配分の下で整備を進める」という、非常にお金・資金という感じに書かれ

ているので、ここはあえて「資源配分」とする必要があるかと言われると、これは「投資」

でいいかもしれないと思います。 

 ただ、３.２の（Ｂ）のほうの「資源の配分」というのは、例えば人的資源だとか、それ
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から、そういったノウハウだとか、ちょっといろいろなお金・貨幣単位ではないものも含

みたくて使っております。それへ引っ張られると、こちらもこうなっているというところ

がありまして、いずれ国も地方も金がないわけでありまして、あらゆるリソースを突っ込

みたい。突っ込んで考えるんだというときの言葉づかいでこういう言葉になっちゃったわ

けですね。 

 おっしゃるように｢資源｣と言うとちょっと違和感あるなと、我々も使っていながらうー

んという感じはあるのでありますが、「金」と言っちゃいたくないと。 

【委員長】  ここについて見る限り、この「資源配分の下で」とか──下のところも言

わなくても、そのまま取っちゃっても通じるという感じがしますよね。 

【事務局】  そうかもしれませんね。ここはそうですね。 

【委員】  それは適切かもしれない。 

【委員長】  後ろに「施設整備を進める」と書いてあるし、上は「適切な方式で防御を

推進」と書いてあるから、別に取っちゃってもいいんじゃないかという感じがしますけれ

どもね。 

 私自身は、ちょっとここはどうかなと思ったのは、｢ユニバーサルデザイン化｣という言

葉なんですけれども、ここで書いてあるのは、いろいろな人がいるので防災・減災対策を

だれでも享受できるようにするという意味ですよね。それで、その多くは、災害後の事後

的なテークケアとか、情報とか、誘導とか、そういうソフト面でのことが多いと思うんだ

けれども、そういうソフト面でのことも「ユニバーサルデザイン」という言葉を使うんで

すかね。 

【委員】  ソフト面に使う。 

【委員長】  ハードではもちろん使うけれどもね、｢ユニバーサルデザイン｣というのは。

ソフト面でも使うのかな。 

【委員】  ユニバーサルデザインに関する委員会の委員を務めたことがありますが、ユ

ニバーサルはかならずしもハードだけではなく、ソフトも使っています、「化」とするのは

どうかという感じはします。 

【委員長】  つまり、例えばどうでしょうね、避難所のいろいろな表現を英語併記にす

ると、これはユニバーサルデザイン。それはハードですからね、表示という。だけれども、

おばあさんを呼んでくるときにユニバーサルデザイン、外国人を呼んでくるときも、テー

クケアするときに「ユニバーサルデザイン」と言う──「デザイン」って設計ですからね。
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そこがちょっと違和感があったんだけれども、何かいいんですか、これ。 

【事務局】  ちょっと、「ユニバーサルデザイン」の使い方がちょっと安易だという指摘

は前回でも結構書いていますね。 

【委員長】  出た？ 

【事務局】  若干ありましたですね。むしろ、「デザイン化」の「化」は、この行がえし

たくなかった部分もありまして多少こう。そういうつまらない話なんかもありまして、事

務局としてあまり抗弁もこれ以上できないなという感じです。 

【委員】  例えば体の悪い人たちでも、ヨットを楽しめるように、そういうのも「ユニ

バーサルデザイン」と表現していましたから、使うのはいいと思うんですけれども、やっ

ぱり「化」がちょっと。 

【委員長】  ちょっと僕自身は違和感があるんだけれどもね。 

【委員】  もとはハードから。 

【委員長】  防災・減災で｢ユニバーサルデザイン｣というのは。つまり、制約者に対す

る防災・減災の局面においても制約者に対する配慮を十分に行うということはもちろん賛

成なんだけれども、｢ユニバーサルデザイン化｣──ユニバーサルデザインと同じやり方で、

どんな人でもできるようにするという意味ですか。 

【事務局】  そうです。 

【委員長】  だけれども、多分、防災・減災なんていうのは、相手に応じてケアを変え

るんですよね。 

【委員】  並ばないですね。 

【委員長】  「ユニバーサルデザイン」という範疇とちょっと違うんじゃないかと思う

けれどもね。 

【委員】  「防災・減災対策をユニバーサルデザイン化」というのも何か変なんですよ

ね。 

【委員長】  ちょっとこれ、都市分野とか住宅分野の方の意見も聞きながら、「ユニバー

サルデザイン」という用語はいいかだけ確認いただけませんかね。 

【事務局】  はい。 

【委員長】  意図が通じさえすればいいので、用語があまり踊る必要もないと思うんで

すよね。 

 ほかにはいかがでしょうか。 
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【委員】  「しなやか」って使うんですか、普通。こういうのはあまり好きじゃない。 

【委員長】  これは好みだな。 

【委員】  「しなやかな社会経済活動」というのがよくわからない。 

【委員】  これは災害をかわす、減災みたいなことを言うために「しなやか」と言うん

でしょう。 

【委員】  よく使うんですか？ 

【委員】  いえいえ、私はよく知りませんけれども。 

【委員長】  僕は、これはあまり違和感ないんだけれども、「しなやか」自身はね。ただ、

「しなやかな社会経済活動」かというと、「しなやかな活動」ぐらいでいいだろうな。いず

れにしても、「しなやか」はいいんじゃないかと思うんですよ。つまり、竹のやわらかさみ

たいなこと。つまり、折れないけれども、しなうけれども折れないというような、そうい

う感覚だと思うんですけれどもね。 

【委員】  ああ、そういう意味ですね。災害のほうに強く影響されている。 

【委員長】  そうそう。つまり自然と折り合いをつけるようなやり方というような感じ

じゃないかと思うんだけれども。 

 では、よろしければ６番、｢持続的で環境にやさしい循環型社会｣、これはどうですか。 

 特にございませんか。 

 では、続いて３.２。これは（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）とございますので、ではまず（Ａ）でいき

ましょうか。ここは委員がいろいろありそうですね。 

【委員】  いやいや、「たな卸し」にこだわっただけで。 

 運用、転用、除却みたいなことをおっしゃっているのかな。あるいは運用、更新、除却。 

【事務局】  そうですね。先ほどちょっとお教えいただいたように、「たな卸し」と言う

と、やっぱり何となくまだ未使用のものがストックされておって、古くなってかびが生え

ているからこれは使えないとか、これは使えるとか、また価値があるとかということがあ

るので、既存ストック、国土基盤で使われている部分があるので、何となくそこも先生の

違和感のような感じがいたしまして、ただ、何かこう、ただ、そういうものをどう言うの

かなというのは、ちょっと今はわからなくてこれになっているわけでございます。 

【委員長】  「既存ストックの最適運用」じゃいけないんですかね。 

【事務局】  まあ……。 

【委員長】  ｢たな卸し」を取っちゃった場合には、意味が変わりますかね。 



 -44-

【委員】  だから、「除却」とかそういうのが入るとか。それも｢運用｣という言葉にする。 

【委員長】  うん、｢運用｣のうちだよな。 

【事務局】  まあそうなんですが、ちょっと明示的に要らないものもあって、これは転

用するなり……。 

【委員】  そうしたら、もう具体的に「運用」｢転用｣「除却」してください。 

【事務局】  「除却」ですか。 

【委員】  あるいは、「運用・転用」でも。 

【事務局】  なるほど。まあそういう手はありますね。 

【委員長】  そういうのは何か「既存ストックの最大活用」とかいうふうに用語を使う

ことが多いと思うんだけれども、｢除却」までやっぱり積極的に言いたいというわけですね。 

【委員】  言わんでもいいと思う。 

【委員長】  「除却」と言うのは結構いろいろな意見も出ると思うんですよ。 

【委員】  人口が減ってきた場合は、そこを集中的に例えばもう自然に戻すと。そうい

うことも入れたいわけですね。 

【事務局】  そうなんです。 

【委員長】  それじゃ「除却」も入れないといけないね。 

【事務局】  ただ、その「除却」という言葉と、今、そこに新しい価値を見出すという

ことは、なかなか雰囲気が織り込めないものですから、ただ「デリート」と言うのはちょ

っと寂しいかなと。 

【委員長】  この「ポートフォーリオ管理の考え方を導入」というのは、具体的に何を

することを言っているんですかね。 

【事務局】  ですから、除却する、転用する、運用する、もしくは、さらに機能更新を

する、というような台帳──ポートフォーリオは台帳ですね、資産台帳の上でそういった

管理をしっかりするということでありまして、そこに当然リスクミチゲートも入ってくる

と。あまり余裕がないと、将来、突然需要が増えたときに遊びがないと、こういったこと

もポートフォーリオ管理に入ってくるかなと思いますけれども。これも言葉が適切かとい

うと、事務局でも苦しんでおりまして、こういう変な言葉を使っていいのかというご指摘

も中でいただいております。 

【委員】  説明を聞かないとわからないというのは、やっぱりまずいかもしれないです

ね。 
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【委員】  そのわりに社会基盤管理がどうなんだ。 

【委員長】  そうですね。言いたいことは、要するに施設の管理をうんと柔軟に、しか

も戦略的にやりましょうねということですよね。 

【事務局】  そうです。 

【委員長】  ですよね。 

【委員】  ああ、「戦略的社会基盤」か。 

【委員長】  その心としては、転用もあるし、最適運用もあるし、場合によっては自然

再生を踏まえた除却だってあるということを言いたいんですよね。 

【事務局】  そうです。 

【委員】  そういうふうに素直に書いたほうがいいですね。 

【委員長】  意外と素直に書いたほうがいいかもしれないね。 

【委員】  ええ。 

【事務局】  そうなんですけれども、あまり素直に書くと、すごく当たり前のことだな

と。そんなこともしてなかったのかというふうな。ついつい金融手法的な言葉に走ってし

まうわけです。 

【委員長】  多分、質問されたときに困るから、素直なものは素直に書いておきません

か。それで、もっとこなれたときに、もっとこなれた言葉でもいいのではないかと思いま

すが。 

 そういうことでいいですか。 

【委員】  ええ。 

【委員長】  ほかにどうですか。 

【事務局】  何かいいワーディングがあったら、後で教えてあげるということになって

おりますので。 

【委員】  ワーディングしますね。 

【事務局】  ありがとうございます。 

【委員長】  もしほんとうに言う意欲があるんだったら、「自然再生に向けた役割を終え

た資産の除却・転用」なんていうことは、言うなら言ったほうがいいと思うけれども、ま

だ十分だけれども議論していない感じがするんですよね、そこね。 

【事務局】  そうですね。 

【委員長】  言葉くらいは僕も出したつもりだけれども、あまり議論していないものね。 
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【委員】  具体的にどこだということになってくると、なかなか難しいですよね。アイ

デアとしてはあってもね。 

【委員長】  「の検討」くらいだったらいいけれどもね。 

【委員】  でも、そうすると、何か新しい感じがしますね。 

【事務局】  多分、そういう検討をするべき事項も含めて、国土形成計画を書かせてい

ただくときは、いろいろな事例をだあっと並べてかなり幅広く書かせていただきたいと思

っておりますが、今のところは行間をぐっと縮めますと、こんな感じになっちゃうんです

ね。 

【委員】  やっぱり「エンパワーメント」というのは非常に強いので、通常、「エンパワ

ーメント」って、参加か何かで言いますと、一番強いレベルにとらえられているものだか

ら、最終決定権者を国民側に渡すようなもので、意思決定のゴーは制度としてやれるよと

も読めるんですけれど、そういうつもりで書いているわけじゃないわけでしょう。 

【事務局】  そこよりはちょっと。やはり、それだと強過ぎるかなというのは中でも。 

【委員】  国土基盤でそういうことを書いているのは、まああまり。国土基盤だってい

ろいろなレベルがあるから、そういうのもあるのかもしれないけれど、素直に「参加の推

進」ということであれば別に問題はないと思うけれど。 

【事務局】  ちょっと問題がそれだとなさ過ぎるものですから、もうちょっととげを入

れたいと。 

【委員】  新しい言葉を使いたいという？ 

【事務局】  そうなんですよね。 

【委員】  これ、ほかの省庁などでは「合意形成」という言葉をよく使うんじゃないん

ですか。「合意形成の仕組みの形成」。 

【事務局】  いろいろなところで使われていると思いますが。 

【委員】  「国民との協働」という言葉はアクティブに使われていますよね。「協働」と

いうのは、いわば「合意形成」ですからね。ただ、「合意形成」というのは、必ずしも合意

形成できないこともあるので、非常に難しいんですけれども、多くの場合には「合意形成」

という言葉を使いますよね。 

【委員長】  この「エンパワーメント」は、だれに権限を付与するという文脈で書いて

いるんですかね。ＮＰＯとか？ 

【事務局】  国民とか、ＮＰＯ。もしくは民間事業者。 
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【委員長】  ですね。とすると、確かにエンパワーメントが１つの解決策というか、い

い方策だとは思うんだけれども、それだけでもないですよね。だから、最後に「エンパワ

ーメントの推進」で終わるよりは、「ＮＰＯや国民団体へのエンパワーメントの推進を含め

た総合的な協働的国土基盤の利活用」とか何か、後ろは広くしておいて、これはワン・オ

ブ・ゼムというイクスプレッションにしたほうがいいんじゃないんですかね。 

【委員】  「国民参加型管理」って使われているから。 

【委員長】  そうか、そっちでも使っているか。 

【委員】  ここで使っていますね。 

【委員長】  そっちでいいんだね。それを使わなきゃいけないんだ、考えてみれば。タ

イトルにしか出ていないんじゃない。 

【委員】  使ったほうがいいですね。 

【委員長】  そうですね。「国民参加型管理」で最後を、この文章を締めるようにします

か。 

【委員】  「参加型管理の推進」。 

【委員長】  ええ。 

【委員】  「エンパワーメント」と言うと、裁量権を全部渡してしまうような印象です。 

【委員】  これはほんとうにやるんですかね。 

【委員長】  かなりケース・バイ・ケースだな。 

【委員】  あるいは、そういう参加を進めるような、たとえば、今のＰＩのような、そ

ういう参加の仕組みを開発していくとか、そういう意味も入ってくるんじゃないんですか。

「仕組みづくり」というのか。ですよね。そういうことを考えていこうという意欲はわか

ります。 

【委員長】  「国土基盤に対する国民のステークホルダー意識の醸成」というようなア

クションを入れたほうがいいと思うんですよね。それから、「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」

──これは「意識」って言うかな、「ＣＳＲ活動の促進などを含め、国民や民間事業者との

協働的かつ総合的な」云々と、こういう感じじゃないかなと思うんですが。ちょっと動詞

が入っていないですよね。ステークホルダー意識が今あるように思うような。問題が生じ

たときには意識はあるんだけれども、ここで言っているのは、もうちょっと空気のように

なっているものを意識してちょうだいねという意味だから、「醸成」とか「育成」とか、何

かそういうアクションを入れたほうがいいと思いました。 
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【事務局】  そうですね。 

【委員長】  ほかにはどうですか。 

 もうちょっとさっさと行っちゃいましょうね。（Ｂ）（Ｃ）を含めてどうですか。あ、「資

源配分」。ちょっと席を立っちゃいましたね、多分、「資源配分」を言うと思いますから。

ほかにどうですか。 

【委員】  「地域ブロックがかかえる戦略課題や地域ブロック規模での諸課題」の例示

が「東アジアとの交流・連携」だけではちょっと不十分なんじゃないですか。先ほどあり

ました地域の自立の問題。 

【事務局】  そうですね。おっしゃるとおりです。 

【委員】  行がまた増えちゃってあれですが。 

【委員】  「地域コミュニティ規模での国土基盤」ということの書き方があって、改め

て「国土基盤」って何だったかというのを考えていたんですけれども、ほんとうにローカ

ルな公園とかそういうのも全部「地域国土基盤」に入るとすれば、さっきの話に戻ります

けれども、「国民参加型管理」と言ったときに、今、目の前の道路とか公園をみんな自分で

管理してくださいねという話は、当然、出てきますよね。そこまで国土基盤の議論と言う

のはちょっと広過ぎちゃう。国土基盤というのはもう少し高規格な、国土を支えるという

ような気がしていたんですけれども、「コミュニティ規模での国土基盤」という言葉はある

んですか。 

【事務局】  そこにおっしゃるような違和感は全くわかるような気がいたします。 た

だ、道路のネットワークそのもの、末端の毛細血管がないと血管にならないように、どう

してもその地域コミュニティレベルで日常使われるような一端というような趣旨なのでご

ざいます。 

【委員】  最近、地方に行くと、この広域地方計画に対するメッセージ、要するに地域

ブロックで何を議論するんだというところに非常に関心を持っているんですよね。ですか

ら、その書きっぷりは、少し私は丁寧に慎重に書いたほうがいいと思いますね。 

 ですから、先ほど話したように、例えば防災なんかというのはローカルルールなのかど

うか。これで見ると、「国は」で災害を書いてありますよね。ところが、前の２.１でいく

と、いわば防災におけるセット的なローカルルールの話が出ていますよね。ですから、そ

の辺の整合性がどうなっているのかですね。といった意味で、この部分は、「地域ブロック

は」云々という部分については、少し私は丁寧に慎重に、例えこういう文章であっても書
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かれたほうがいいと思うんですね。非常に関心を持っていますから。 

【委員長】  今、委員がおっしゃったところについて私の意見を言うと、「地域コミュニ

ティ規模での国土基盤」というのは、やっぱり国土基盤というものの何か自己矛盾みたい

なところがあるので、国土基盤は、私の理解は非常に地理的に大きな規模を有する社会基

盤であったり、それから、国民的視点から見て考えるべき社会基盤であったりというふう

に私自身は理解しているんですが、もしここに書いてあるようなことを言うとすると、国

土基盤の整備に当たっても、地域の特性や地域の実情に応じてローカルなスタンダード、

あるいはローカルな設計なり何なりに十分に配慮すると、これはいつも言っていることで

すけれども、どこでも言われていることですが、そういうことを言いたいだけですよね。

だから、これは別に「地域コミュニティ規模での国土基盤」と言わなくても、地域の特性

を十分に発揮できるように柔軟な整備を図っていくというか、柔軟な姿のものにしていく

という意味が通じるようにしてはどうかと思うんですけれども。「地域コミュニティ規模

での」を言わないで。 

【委員】  そうですね。言わない。賛成ですね。 

【委員長】  ほかにはいかがですか。 

【委員】  今のところはいいですけど、その直前の「協力して選択的、集中的な投資を

実施する」という部分については、「地域ブロックは」という主語を使いますね。だから、

「協力して」というのを「地域ブロック内の自治体が協力して」というふうに読むべきな

のかもしれないけれども、読み方としては「地域ブロック間で協力する」ですよね。地域

ブロック単位での問題ということになってくると、ほかのブロックとの関係をどうするか

ということは大変重要なものだから、協力する相手がどこかというのが色々と取り得るん

だけれども。 

【事務局】  おっしゃるとおりです。 

【委員】  全部入っているということでいくか、切っちゃうかという。 

【事務局】  おっしゃるとおり、「地域ブロック内の広域もしくは基礎自治体が協力し

て」という趣旨で書いているので、ただ、ちょっとそれを全部書くのもなかなか大変なの

で、するっと「協力して」という言葉を入れたというのが実態です。ですから、そういう

ふうにやっぱり読まれるのであれば、「協力して」という言葉はあえて書かなくてもいいか

なと。 

【委員長】  要らないですね、これね。 
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【事務局】  ええ。 

【委員】  はい、では結構ですよ。 

【委員長】  ほかにどうでしょう。 

 １点なんですけれども、ちょっと戻っちゃうんですが、（Ａ）の「国土基盤のアセットマ

ネジメント」って、これは毛利先生が再三言っている──言っているって何か言葉を入れ

たほうがいいと思うんだけれども、アセットマネジメントの際に、日本の災害が多いとい

う特性に配慮した独自のアセットマネジメントをやれといつも言うじゃないですか。あれ

をちょっと一言入れたほうがいいんじゃないんですかね、これ。（Ａ）の１個目のポツのこ

とだと思うんだけれども。「災害が多発するという我が国の特性に十分配慮しつつ」という

ような。入り切らないかもしれないけれども。まあそれだけちょっと思いました。 

 ちょっと時間が大幅にオーバーしてしまったんですけれども、全体でどうですか。もう

１回振り返っていただいて、お気づきの点とかございませんか。 

 お考えいただいている間に、私からちょっと気になったところだけ３カ所あるので言っ

ておきたいと思うんですが、資料４で、４ページで、「地域の自立を支える国土基盤」のと

ころで、下のほうに「元気に暮らす高齢者 外部からの観光客」と、これで以上終わりな

んだけれども、ここが委員や僕が考えているムードとちょっと違うんですよね。もうちょ

っと多様な人が参加したり、コミュニケーションしたり、それは別に実際に来るとは限ら

ないので、通信でやりとりしていたりという感覚が、この２行だけだとちょっと弱いなと

いう感じがします。 

【委員】  さびしい社会。 

【委員長】  それが１点と、次が５ページで、「シームレスアジア」の図なんですけれど

も、左下の図の見方がちょっとわかりにくくて、例えば青いふうに塗ってあるところは「貨

物翌日配達圏」ですね。それで往路・復路ともに６時に出て帰ってこられるという意味な

んだけれども、どこからどこへ行くときに青く塗られるのかが結局よくわからないんだよ

な。この青い地域にいる日本の地域だったら、韓国なら行けるというふうに読むのか。韓

国の人がこの地域だったら来られるというふうに言うのか。 

【事務局】  ここは、日本から韓国にですね。 

【委員長】  ですよね。で、東京からは行けないのかなとか。 

【事務局】  これは翌日配達ですから、例えば滋賀県あたりからその日のうちに荷物を

出すと、次の日はソウルの近郊まで行けると、こんなイメージです。 
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【委員長】  そうすると、ソウルの近郊をデスティネーションにしておいて、そのとき

に日本のどこかとやりとりできるという意味で読むんですね。 

【事務局】  そうです。 

【委員長】  そうすると、韓国のこの青いところを塗られちゃうと、発地・着地が何だ

か、どう理解していいのか、そこがわからなかったんです。 

【事務局】  なるほど。いや、逆もまた真なりということはあるんですけれどもね。 

【委員長】  その場合は、日本のどこをデスティネーションにしているのかによるでし

ょう。 

【委員】  そうですね。 

【委員長】  ですよね。ここが、意味がわかりにくいと思いました。 

 それから、８ページで、この絵もちょっとさびしい感じが出ているんですけれども、８

ページ、何か海があって何かやっているという絵なんですけれども、エンパワーメントを

通じたって出ちゃうんだよね。一番下に、国土基盤の赤く書いてあるところの、そこの「エ

ンパワーメントを通じた」というのは、「エンパワーメントのみ」というふうに見えるので

という、それだけ。以上です。 

【事務局】  ちょっとこの８ページはさびしいので、もう少しにぎわいを。 

【委員長】  そうそう、国民がいるような絵にしてほしいよね。 

【事務局】  間違い探しみたいなものも若干ございまして。 

【委員長】  ほんとう？ 

【事務局】  はい。何か変なところがあるんです。後でお楽しみを……。 

【事務局】  ２ページ目でございますけれども、先ほど（３）の「自立」、「地域の自立

を支える」のところで二項対立概念の議論の中で、委員長が、ＡとＢではなくてＡの中に

Ｂが内包されているのではないかと。全体にかかる仕事と、その中で特に上のほう、モビ

リティインフラを強調する部分があるというご議論がございましたが、それと同様の議論

が（５）でもあり得るのではないかとちょっと気になっておりまして、（５）は防災ですけ

れども、最初のポツが「特に」で、経済的にも国家維持のための重要なところはリダンダ

ンシーなり、相互補完であると。次のポツが「その他の地域」ということで書かれていて、

ここもＡとＢになっております。Ａの中に──Ｂの中ですかね、ＡとＢと言えばＢの全体

でかぶる傘の中に特にＡもあると、こういうロジックのほうが、単純に「Ｂだな、おれは」

と思う人は気分がいいかなというところもあるかもしれないなというのがあって、そこら
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辺の書き方について、私ども事務局ですから、事務局で再度それはどちらにするかという

のを議論させていただくというのはお許しいただけますでしょうか。 

【委員長】  もちろんもちろん。基本はだから何回も申し上げるように、大体同じこと

を言っているんですよね。同じことを考えているんです。だから、イクスプレッションだ

けですから、イクスプレッションが誤解を生まないようにさえしていただければ、皆さん、

ご理解いただけると思うし、議論していて何の違和感も今日はなかったですものね。 

 ほかにはよろしいですか。 

【委員】  資料４の、先ほど問題になった５ページのところ、これはもしかしたら政治

的な発言かもわからないので、悪かったら後でカットしてほしいんですけれども、北方領

土のところに色がついていなくていいんですか。 

【委員長】  ほんとうだ。 

【委員】  何か黄色っぽく見えるんですよね。沖縄の色もちょっとわかりにくいという

ところがあるんですけれども。 

【委員長】  翌日でも日帰りでも多分ないんですよ。 

【委員】  これも、だから先ほど委員長がおっしゃったように、どこから出るかによっ

て違ってきて、東京だったら、きっと多分……。 

【委員長】  かなりのところへ行けちゃうよ。 

【委員】  整備すれば行けるはずですからね。と考えると、やっぱりそのあたりの色分

けも何かちょっと違ってこないかな。 

【委員長】  そうですね。この図は見直していただきましょう。 

【委員】  ほんとうにつまらないことですが。 

【事務局】  北方領土をピンクで塗るかどうかという、そういうニュアンスでしょうか。 

【委員】  そういうことです。 

【事務局】  ただ、そうすると、例えばウラジオストクから国後島まで翌日行けるとい

うことになっちゃうんですけれども、これは無理だと。 

【委員】  そういうことなんですね。 

【委員長】  逆に、ウラジオストクは日本のものみたいに見えちゃったりして。 

【委員】  ちょっとまずい。 

【委員長】  意味が違う。 

【事務局】  北海道から国後島について「翌日配達圏」というのは、これは国後島はロ
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シアのものであるということを認めちゃうことになるので、これも矛盾するということで

塗っていないんですが。そういうふうに言えないこともないということで。 

【委員】  わかりました。 

【委員長】  大体よろしいでしょうか。 

 では、まだちょっと議題が２つほど残っていまして、とりあえずさっさっと次へ行って

からにしたいと思います。 

 では、２つ目の中間とりまとめについてご説明をお願いします。 

【事務局】  資料５でございます。 

 ちょっとタイトルがまぎらわしいのでございますが、これは当専門委員会が夏もしくは

秋口を目途に中間とりまとめをする際のレポートの構成（案）であります。 

 それで、イグゼクティブサマリーを前に持ってくるかどうかという好みの問題もござい

ますが、要約がありまして、概要がありまして、基本的にこの辺は「我が国の国土を取り

巻く近年の動向」やら、それから「国土基盤の位置づけ」やら、それから「新たな姿と課

題」です。 

 「国土基盤の位置づけ」の中に、以前からお話のございました例えば国土基盤はどこま

で含むのか、定義の問題でありますとか、そもそも国土基盤の形成の理念みたいなものを

ここに書き込んだらどうかなということでございますし、「新たな姿と課題」のところに質

的転換とは一体何を目指すのか、どういう姿になるのか、というのがこの（２）。そこは①

から④にありますような、以前からご検討いただいているものをここに書き込むと。 

 次のページ、２ページでありますが、ここに──今、３枚紙にいたしましたが、この「国

土の質的転換に向けた戦略と施策」というのを、施策も少し含めて書き込んでいったらど

うかなと思うわけでございます。この辺はまた、例えば「国土基盤形成戦略」がこんなに

①から⑥までずらずらと並ぶのではなくて、もう少し入れ子にするという手はあると思い

ます。 

 あと、「横断的な基幹戦略」があって、「広域地方計画に対するメッセージ」みたいなも

のを一番最後に入れるかどうかというところでございます。で、「まとめ」と、こんなイメ

ージでございまして、あとは参考資料で後をつけようかなということでございます。 

【委員長】  これは事務局で書いてくれるという？ 

【事務局】  ええ。書かせていただきます。 

 ちょっとついでにフライングになりますけれども、資料６を一緒に見ていただきたいの
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ですが、これはスケジュール（案）でありますが、先ほどいろいろご意見いただきました

３枚紙は６月１３日の第１０回計画部会にご報告させていただくわけでございますが、そ

の後、国土審がありまして、そこで研究部会報告やら計画部会の検討状況報告がされると。

７月から夏ごろまでに計画部会の中で計画のフレームやら中間とりまとめ案が整備・検討

されて、この太字になっているところでありますが、平成１８年秋ごろに計画部会の中間

とりまとめがなされ、本審議会に報告されると、こういう全体の運びでございます。 

 その後、この中間とりまとめをもとに、月１回程度、計画部会が開かれながら、いろい

ろな意見を聴取していくと、こういう流れになるわけでありますが、専門委員会といたし

ましては、この段階でいろいろな検討事項を計画部会からいただくかもしれませんが、と

りあえずの今までのご検討内容はこの夏ごろ、「第９回専門委員会」と書いているところま

でですね。一度ドラフトをつくらせていただきますので、中間とりまとめのレポートづく

りを一度お願いしたいと思うわけでございます。 

 「中間」と申しますのは、秋以降、計画部会ではいろいろな検討に並行いたしまして、

場合によってはこの本委員会でもいろいろな話題が出てくるかもしれませんので、そうい

ったものを最終的に入れ込んだものを、全国計画ができるときに本委員会の最終レポート

とすると、こういうイメージでございます。 

 以上です。 

【委員長】  ありがとうございます。いかがでしょうか。構成とスケジュール。 

【委員】  広域地方計画というのは、全国計画と並行して何か策定が進むことになって

いるんでしたっけ。前に聞いたかもしれませんけれども。 

【事務局】  全国計画ができ上がってから広域地方計画がスタートすると。 

【委員】  それから着手するんですか。 

【事務局】  形上はそうでございますが、ただ、検討は今年のこの計画部会の中間とり

まとめができますと、おおむねの骨格が出てまいりますので、それを見ながら地方ではだ

んだんに検討を始めていただくことになると思いますが、公式のスケジュール的には全国

計画がまずでき上がって、これは来年の夏でございます、その後、広域地方計画が正式に

スタートすると、こういうようにつくっています。 

【委員長】  資料５の６番の「広域地方計画に対するメッセージ」というのは、広域地

方計画の検討や策定に対するメッセージという意味ですよね。 

【事務局】  そういうようなイメージです。 
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【委員】  しかも、それは、国土基盤の観点についてのメッセージですよね。 

【事務局】  そういうことです。 

【委員長】  もうちょっと強く言えば、強く言い過ぎかもしれないけれども、国土基盤

専門委員会としては、それぞれの広域地方計画を策定される方々がこんな視点から検討し

てくれるとうれしいなみたいなことが、こういう、そういうようなことが入ってほしいと

いう。 

【事務局】  そうであります。 

【委員長】  何々をつくれというようなためにそれを言うわけじゃなくて、そういうこ

とを配慮してほしいとかですよね。 

【事務局】  あとは、メニューとして、こういうものがあるよと。それはそれでもいい

ということで。 

【委員長】  例題というか、メニューみたいなものをつくるということですね。 

【事務局】  そうでございます。だから、何か問いをつくってあげる部分はあるかもし

れませんです。 

【委員長】  結構そこは悩ましいですよね、これね、６番が。 

 大変細かい話なんですが、３章の（１）（２）のところで、言うとすれば、まずどちらか

の順番だと言ったら、まず定義というか、範囲から言ったほうがいいですよね。その次の

「国土基盤形成の理念」と言うより、この資料は「国土基盤の理念」になっているんです

が、「形成」という、形成していくという行為と、それをマネジメントしていくという言葉

というのは、必ずしも「形成」じゃないですよね。「形成」って、つくり上げていく、フォ

ーメーションですものね。だから、あえてここで言うなら、「国土基盤の形成とそのマネジ

メントの理念」とかいう意味じゃないかなと僕は理解しましたけれどもね。 

 お気づきの点、ありませんか。 

【委員】  中間とりまとめの構成（案）と資料２とちょっとずつ違う言葉づかいとか、

多少違うあれがあるんでしょうけれども、これはどっちかに。 

【事務局】  まだ深い意味はありませんので。 

【委員】  深い意味はないですよね。 

【事務局】  一応、こういうものをこういう順番で入れるというところだけ。 

【委員】  資料４はこの順番で言うと「位置づけ」があって、資料２には「位置づけ」

はないんですけれども、「姿と課題」を一緒にしていて、資料２では別にしているんですけ
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れども、まあ別に、一緒にしたほうがいいんでしょうか。 

【事務局】  そうですね……。 

【委員長】  ああ、そうか。 

【委員】  １対１で対応している語もあるんですが、もうちょっと広い概念のところも

あるので、「課題」と「目指す姿」は別のほうがいいような気がするんですが。あとは「質

の転換」と「質的転換」とか、言葉は別として語は同じで、「横断的な」あるものは……。

あと、このメッセージは前からですけれども、せっかく構図で分けたんだから、いかがで

しょうか。 

【委員長】  まあどっちでもいいかなという感じがするけれども。やってみてというと

ころもあるでしょうね、これ。 

【委員】  書いてみて。 

【事務局】  実は、一度つくったときに、「姿」と「課題」が別だったんですが、そのと

きは何となくどの課題なのかわからないので一緒にしたことがあります。 

【委員】  図だと、こういうふうに横にいくけれども。なるほど。 

【委員長】  文章だと。 

【委員】  文章だと離れちゃう。なるほどね。 

【委員長】  これは、作業のスケジュールからすると、多分、まだファイン・チューニ

ングはチャンスはあるし、大体こんな大局でよければいいと思うんですけれどもね。 

 あとはまあ、先ほど途中で言いましたけれども、たたき台は事務局でつくってくださる

ということですけれども、それぞれのご専門の先生にお願いして重点的に何か読んでつけ

加えていただくとかやっていただけるとありがたいですね。 

【事務局】  そうですね。ボリュームがありますので、委員会を開いていただいてそこ

でと言うと大変になりますので、たたき台をつくった上で、一度、各先生にお送り申し上

げまして、その際に、この辺を重点的にというイヤマークをしておきますので、よろしく

お願いいたします。 

【委員長】  もちろん、どこでもみんな読んで直してくれればいいんだけれども、とり

わけここのところをＡ先生は見てくださいとかいうのをやっておいたほうが全体としては

質が上がるんじゃないかと思います。これまでご発言がたくさんいただいたところを重点

的に見ていただくことになると思います。 

【委員】  さっきの委員のご発言にかかわるんですが、６の「広域地方計画に対するメ
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ッセージ」という中身ですけれども、これは今何かあるんですか。たたき台というか、ど

ういう項目が。 

【事務局】  今、持ってきておりませんが、一応ございます。それで、ちょっと今委員

長がおっしゃったように、やるとしたら、それぞれの地方計画でまずアイデンティティな

り地域の特性をしっかり踏まえないといけないとか、広域地方計画のルールじゃないんで

すが、をつくるときに、必ず考えてもらいたいことが幾つか項目がありまして、少なくと

も判で押したような、同じような計画が東北も北陸も関東もとみんなならないように、ど

う違いを出すかというようなあたりをヒントを与えたい。むしろそうしてくださいという

ことを指示を出すという点と、それから、地域独特の問題点を指摘し、それに対する地域

独特の答えを出してくださいという、そういうサジェスチョンでございますとか、データ

類でございますとか、そういったものを入れたいということでございます。 

【委員】  それともう一つ、「国民参加型管理」という言葉がここには出ている。さっき

の議論もありましたでしょう。だから、ああいうものをほんとうに実現していくためには、

やはり計画段階からの何らかの関与が必要になってくるから、今回の法律でもそれなりに

書かれているわけだけれども。広域地方計画の内容に対するメッセージだけじゃなくて、

そのつくり方、その点における自治体の計画との関係、それも参加という形かもしれない、

あるいは、直接国民もあるかもしれないですよね。法律に書かれているところ以外で，社

会基盤、国土基盤というような点で，参加なり連携が必要だとすれば、それを実現する第

一歩として、広域地方計画をつくる段階から，こういうことに配慮してつくっていってく

ださい，というその手順にかかわることですよね。そういうメッセージなんかもあってい

いと思うんですけれどもね。そのキーワードというか、それは、その根拠とするところは、

全国計画のほうでもこういう参加型管理は大変重要だという観点があれば、そういうもの

が１つの論点になると思いますね。 

【事務局】  わかりました。 

【委員】  地方からいろいろなアイデアが出てきて、その計画のつくり方に関しても、

またいろいろなアイデアが出てくるとすれば、それも全国計画の中でそういうふうなアイ

デアを盛り込むということもあってもいいと思うんですね。先ほどの話だと、全部終わっ

てからということですけれども、夏ぐらいから検討を始めてもらうと、そのサウンディン

グの過程でいろいろなおもしろいことがあれば、最後のこちらのほうにも生かしたらいい

かもしれないですね。 
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【事務局】  そうですね。多分、全国計画に対しても、その中間とりまとめができた段

階で広域地方計画の検討を始めますが、その中でいろいろな出てきたアイデアなんかは意

見として全国計画の策定プロセスに多分フィードバックされますので、今おっしゃったよ

うな形になると思いますし、国土基盤に関して言えば、一度これをとりまとめたものにそ

ういったものがあれば、最終報告にはまたそれを入れ込むということになると思います。 

【委員長】  ここの部分については、まだあまり議論していないですよね。６はね。 

【事務局】  はい。 

【委員長】  だから、つくり方の方法論に対する、あるいはプロセスに対するサジェス

チョンだってあっていいし、それで、地域によってはこんな方向もあり得る、あんな方向

もあり得るという、いわば方向性の多様な姿みたいな、例えばみたいなことを挙げるとい

うものもあってもいいし、あるいは、委員がおっしゃったようなフィードバックみたいな

ものがあってもいいし、いろいろあるんですよね。だから、多分、この６以外については

今日までの議論で大体書けるんだと思うんですけれども、６だけはまだ議論が残っている

なという理解をして、６については、それぞれの先生、委員の方々のまた意見を言ってい

ただくようなのが要るかもしれませんね。 

【事務局】  そうですね。ちょっとそれは検討させてください。先生方もお忙しいです

し、時間がとれるかどうかわからないのですが、この夏場、「第９回専門委員会」と書いて

あるときまでに一度何かそういう機会を持たせていただくことも検討させてください。 

【委員】  この６というのは、ボリューム的には全体の中のバランスとしてはどんな感

じなのですか。今、委員長がおっしゃったように、人によってはここに一番目がいくかも

しれません。 

【委員長】  もう一つ議題が残っておりまして、よろしいでしょうか、次に行かせてい

ただいて。 

 では、海洋の問題についてご説明をお願いいたします。 

【事務局】  私からご説明させていただきます。時間もないので、ちょっと短く説明し

たいと思います。 

 海洋・沿岸域については、持続可能な国土管理専門委員会で主に議論をいただいている

ところなんですが、実は検討を進めていく上で、海上交通に関する問題、あるいは離島で

すとか、あるいは臨海部の開発、あるいは観光とか産業の問題、海洋レジャーの問題等々、

非常に幅広い問題があるというようなことがわかってきたというようなこともありまして、
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ここの資料７にありますような有識者の方々にお集まりいただいてご意見を拝聴したと。 

 それから、今日もその一環でございますが、ほかの専門委員会にもこの辺の議論をご紹

介させていただいた上でアドバイスをいただきたいということで、今日、お時間をいただ

いたということでございます。 

 資料７と８がありますけれども、資料７は、その有識者懇談会の議事メモでございまし

て、８がそのときに使った論点ペーパーということで簡単にご説明させていただきたいと

思います。 

 １.のところで海洋・沿岸域の国土形成計画における位置づけとありますが、（２）（３）

（４）、国際社会における動きですとか、あるいは国民生活における海洋・沿岸域の位置づ

け、あるいは法律に海洋・沿岸域を位置づけた等々のことから、国土形成計画において海

洋・沿岸域をこのような基本的な考え方において議論していってはどうかということで、

（１）の「基本的な考え方」を書いてあります。 

 「『海』は我が国にさまざまな恵みをもたらしているが、環境悪化等の諸問題が生じてい

る。今、海と国民の距離を近付け、安心して親しみふれ合える場としての姿を取り戻し、

また無限の可能性をもつフロンティアとしての価値を改めてとらえ直すため、海を国土計

画上いわば『第二の国土』と位置付け、あるべき『海洋国家』としての将来の姿を提示す

る」と、このような問題意識のもと、論点を整理しています。 

 ２.と３.に海洋・沿岸域の課題と、それへの対応策というような形でまとめております

けれども、ここで「海洋・沿岸域」と言ったときの定義でございますけれども、まずは海

洋としては日本の周りのＥＥＺまでという形で整理しています。それから、海洋と沿岸域

の区別ですけれども、海なんですが、沿岸域は海岸線を挟んで、その陸地と海側両側に相

互に影響を及ぼす範囲というようなことで、遠い、あまり陸地に影響を及ぼさないところ

は海洋というような整理にしているんですが、いわば課題によっては、その沿岸域の範囲

は非常に異なると。地球規模で考えて、地球規模の環境問題みたいなことを考えれば、日

本列島すべて沿岸域に入りますし、海岸線の侵食というようなことを考えれば流域とその

海岸線方向のある一定の距離の範囲と。あるいは、大阪湾の埋め立てみたいなことを考え

れば、滋賀のごみも埋めているというようなことで滋賀県もその沿岸域に入るというよう

なことで、課題によって非常に違うというようなとらえ方をして、それぞれについて検討

を整理したということになります。 

 沿岸域における課題なんですが、ここに環境、利用、安全・防災、いろいろな課題があ
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るということを述べさせていただいてきておりますが、これらについては、それぞれの課

題に対応していくということなんですけれども、難しいのは、それぞれ３つのそれぞれが

絡み合った関係にあると。それから、場合によってはトレードオフの関係にあるものもか

なりあるというようなことが非常に難しいということが問題として認識されています。 

 では、実際、どのように管理していけばいいのかということで、資料の８の２ページの

３.の（２）で「沿岸域圏の管理」ということで、「沿岸域圏の総合管理」といったアイデ

アをグランドデザインの中で打ち出しています。 

 これは、その沿岸域に関係するステークホルダーすべての方々にいろいろ集まっていた

だいて、その総合的な計画を立てようというようなことを打ち出してきておりまして、当

時の１７省庁でその管理計画を立てるためのガイドラインもつくって中央を中心につくっ

ていってもらおうということで打ち出しておりますけれども、実際はなかなかそういうこ

とではあまりにも多過ぎるとか、問題が複雑過ぎるというようなことで、なかなか進んで

いないのが現実でございます。 

 それで、今回の特にアドバイスしていただきたいというのが、では実際どうやって進め

ていけばいいんだろうかというようなことが課題だと思っております。この中で有識者懇

談会等でも議論いただいているのは、すべてをやるのはなかなか難しいので、例えば土砂

管理というような問題に特化してはどうかとか、あるいは、東京湾とか、大阪湾とか、そ

ういうような特定の海域に絞って課題を明確にした上で議論していってはどうか。あるい

は、今回、広域地方計画というような枠組みができるのであれば、そういった枠組みも活

用できるのではないかというようなご意見をいただいているところでございます。 

 それから、海洋に関する課題については、資料８の２ページの真ん中辺の「主として海

洋における課題」ということで、これも環境、利用、防災・安全等ありますけれども、こ

こは難しい課題としては、いわゆる国益との関係というものが非常に出てくるということ

で、これは書き方としては非常に難しいですねということがございます。 

 使われていない資源、これは水産資源、それから鉱物ですとかエネルギー資源といった

ものがありますので、こういったものの技術開発、あるいはその情報の収集・整理といっ

たものが欠けているというようなご指摘をいただいていまして、今後、国際協力ですとか

貢献といったことに力を注いでいくべきではないかというようなことが議論していただい

ています。 

 さらに、両方に共通することとして、これも資料８の２ページの下のほうの（１）の「総
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論」というところにありますけれども、各界からの総合的な海洋政策不在の指摘を踏まえ、

政府が一体となって包括的・一元的な海洋・沿岸域に関する政策・戦略を確立・推進して

いく必要があるのではないかと。要は、窓口がどこだかよくわからないというようなこと

が指摘されております。 

 それから、現行法制度でカバーされていないような領域もあるのではないかというよう

なことについても十分な整理がされていないのではないかということが指摘されておりま

す。 

 それから、もう一つ共通することとしては、ちょっと重なるかもしれませんが、調査・

研究ということで海についてわからないことが多いということについては、調査・研究を

進めていく必要があるだろうということでございます。 

 最後に、ちょっと資料７の議事メモの中から幾つかピックアップさせていただきますと、

「第二の国土」という言い方を先ほどさせていただきましたけれども、もうちょっといい

フレーズを考えてはどうかとか、それから、国境離島等の関係については、国際的な動向

をよく踏まえるということ、海外におけるＥＥＺの考え方と日本のＥＥＺの考え方、それ

ぞれ異なるというような中でどのようにしていくのか考える必要があるだろう。それから、

今、課題としてあまり重点として挙げていませんでしたけれども、沿岸域の景観ですとか、

レクリエーション、こういったものにも目を向ける必要があるだろうというようなご意見

をいただいたところでございます。 

 非常にはしょった説明でございますけれども、以上でございますが、何かアドバイス等

をいただければというところでございます。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 今後もこの海洋・沿岸域の問題は、専門委員会としては国土管理のところでやってくだ

さるという理解の上で議論したらいいんですよね。 

【事務局】  国土管理の専門委員会でもご議論いただいておりますけれども、今度、す

べての専門委員会で、今日でご紹介が終わりますので、一度計画部会でもご議論いただこ

うかなということを想定してございます。 

【委員長】  そうすると、共通の話題になるわけですね。 

【事務局】  はい。 

【委員長】  わかりました。 

 ご質問も含めてどうぞご意見をお願いします。 



 -62-

 「第二の国土」という言い方はないよね。最初から海で暮らしてやってきたような国な

んですよね、日本は。「わだづみの民」だものね。それが「第二かよ」って思う人はいるで

しょうね。「第一だろうが」と言いたい人もいるかもしれません。 

【事務局】  おっしゃるとおりの意見が、その有識者座談会で……。全く同じ意見でし

た。 

【委員長】  そうですか。出ていましたか。それは失礼しました。 

【事務局】  全く同じ意見でした。 

【委員長】  あとはちょっとよくわからなかったんだけれども、「海洋・沿岸域」と言う

ときの今いろいろと話題になるあれは、竹島とか、それからガス田とか、ああいう関係も

あるわけでしょう。だけれども、ここで言っている課題や何かは、割合グランドデザイン

でも言ってきていることを繰り返している部分があるから、もちろんそれは重要なんだけ

れども、それ以外の海洋ですよね、どっちかというと。海洋のところについてどれほどこ

の国土形成計画で踏み込むのかどうかが僕はあまりよくわからないんですけれどもね。そ

この議論はなかったけれども。資源調査だとか。中国は資源調査をやるけれども、うちは

やると怒られるとかなんでしょう。 

【事務局】  今の資料の３ページの下ですね、「海洋の管理」というところで、テロの話

とともに国境離島ですね、ここでＥＥＺとか、大陸棚管理上の拠点として重要だというこ

とで積極的に、今までどちらかというと国が直接ということはなくて、すべての陸地はそ

れぞれ都道府県の境界で県管理なんですね。いわゆる天領がないわけです、江戸幕府的に

言えば。そういうことだったんですが、平成１１年の海岸法改正で沖ノ鳥島は国の直轄管

理をやったということで、いわば天領管理に入ったわけです。 

 それから調査で、ただ、調査のことを我が国だけが一生懸命調査が大切だと言うと韓国

とぶつかることにもなりますから、海洋というのはつながってもいますので、国際的な協

力体制の調査も必要だねということでバランスをとって書いてはどうかなと。国土形成計

画で国境問題とか何かを引き受けるのも何かと思いますので。 

 あと、調査・研究の（４）というのを、これは非常にわからないことが多いということ

で、みずからの調査ということと同時に、世界共通の海の中のＣＯ２にしろ、資源のこと

については、日本でわかったことというのは世界で非常に役立つことになりますから、世

界の知的資産の拡大という、世界貢献みたいな発想を出してはどうか。 

 海洋については、所管がばらばらといいますか、統一的でありませんので、今までも閣
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議決定レベルで政府としての、政府が定めるというものがほとんどありませんので、これ

だけ広範にもし閣議決定文書の中に入れると、公的な文書としては意味が非常に大きくな

るということでございます。もちろん、ばらばらにはあります。漁港の建設計画だとか、

港湾の建設計画とか、そういうもののばらばらのものは閣議決定ベースのもの、あるいは

大臣決定ベースのものはありますが、全体を含んだ閣議決定ベースというものはありませ

んので、その意味では大変重みが出てくる。 

【委員】  難しいね。国土・領海が絡んでくるとね。厳密に言えばね。 

【委員】  この「国土形成」と今日の「ブロック」とはどういうふうな関係になるので

すか。沿岸や海洋とどういうふうな扱いになるのでしょうか。これは別立てになるんです

か。 

【事務局】  広域地方計画圏、地方計画区域ですか。 

 まず、広域地方計画の中でこういう、ちょっと遠くの海洋の話は別にして、沿岸につい

ては積極的にやりなさいねということを、方針といいますか、指針としてむしろメッセー

ジを発するかどうかというのが１つのポイントになります。そうすると、各、例えば３つ

の県が一緒になるとすると、基本的にはそこの沿岸域なんでしょうが、今度は逆に両方が

出会い帳場になるような瀬戸内海であるとか、そういうところの問題が出てきますから、

逆に言うと、国土形成計画全体としてそういう出会い帳場のところは真ん中で線を引いて

ばらばらにやりなさいと言うか、それとも、出会い帳場のところなんだからお互いに協力

体制をとってやりなさいというふうな指導をするのかというあたりは出てこようかと思い

ます。 

【委員長】  よろしいですか。 

【委員】  難しい。 

【委員長】  沿岸域の話については、まあブロック計画と相性はいいですよね。話のス

トーリーは似ていますよね。比較的大き目にとらえて、沿岸プラス領域かとか何とか。 

【事務局】  それで、なおかつ、県の中でも縦割りになっていますので、特に土砂管理

とか何とかを含めて言うと、山林部局から海岸の部局までですね。山林、河川、海岸と、

それぞれ流域によって分かれていますけれども、全部くっついているということですから、

そういう問題についてどうやるかとか。 

【委員長】  ほかにはよろしいですか。 

 では、今日のところは、これの議論はこのくらいにしておきましょう。ありがとうござ
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いました。 

 それから、議題はこれで全部終わったんですよね。 

【事務局】  終わりました。 

【委員長】  ですね。 

 それでは、スケジュールについては確認を入れなくても、さっきご説明いただきました

ね。 

【事務局】  さっきスケジュールもちょっと先走りましたので、その辺のご説明を申し

上げましたので、先ほど資料６に基づいてお話し申し上げましたように、夏休みの終わり

ごろとか秋口ぐらいに、当委員会の中間とりまとめのレポートのための集まりをさせてい

ただきたいというふうにご提案申し上げましたが、それに加えまして、「広域地方計画に対

するメッセージ」のところをご議論をいただくために、場合によっては一度お集まりいた

だくかもしれないということで、ちょっとその辺は預からせていただきまして、また個々

の先生方のスケジュールも含めてご相談申し上げたいと、このように思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

【委員長】  では、議題は以上でいいですね。 

【事務局】  はい、結構でございます。 

【委員長】  どうもありがとうございました。私も含めて歯に衣を着せない議論をやり

ましたけれども、おかげさまで随分重点的な議論をしていただけたのかなと。どうもあり

がとうございました。以上で終わります。 

【事務局】  どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


